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は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
に
伝
来
す
る
『
元
和
寛
永
小
説
』
に
つ
い

て
翻
刻
・
紹
介
す
る
。
本
史
料
は
徳
川
秀
忠
の
事
績
に
つ
い
て
の
回
想
記
で
あ
る
が
、

江
戸
鷹
場
の
成
立
過
程
や
近
世
初
期
の
鷹
狩
の
具
体
的
様
相
を
知
る
こ
と
の
で
き
る

史
料
と
し
て
興
味
深
い
内
容
を
持
つ
。
本
研
究
会
の
目
的
に
照
ら
し
て
、
優
先
的
に

紹
介
す
る
べ
き
史
料
と
判
断
さ
れ
る
。

な
お
、
本
史
料
は
す
で
に
小
池
進
氏
に
よ
る
翻
刻
・
紹
介
が
あ
る
（
「
〈
史
料
紹
介
〉

『
慶
元
年
記
』
所
収
元
和
寛
永
小
説
」
（
本
郷
高
等
学
校
紀
要
『
塔
影
』
二
十
五
集
、

一
九
九
二
年
）
）
。
た
だ
し
、
小
池
氏
は
『
慶
元
年
記
』
所
収
本
を
底
本
と
し
た
が
、

記
者
や
成
立
経
緯
、
あ
る
い
は
伝
本
の
系
統
な
ど
も
含
め
、
検
討
す
べ
き
点
を
残
し

て
い
る
。
ま
た
、
公
表
さ
れ
た
掲
載
誌
自
体
も
入
手
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
た
め
、

こ
こ
に
改
め
て
全
文
を
翻
刻
・
紹
介
す
る
こ
と
で
、
本
史
料
を
共
通
利
用
で
き
る
環

境
を
整
え
た
い
。

一
『
元
和
寛
永
小
説
』
の
伝
来
状
況

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
史
料
の
う
ち
、
『
元
和
寛
永
小
説
』
の
表
題
を
持
つ

史
料
は
三
点
伝
来
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
『
元
和
寛
永
小
説
』
は
単
体
で
は
な
く
、

複
数
の
史
料
と
共
に
一
括
し
て
伝
来
す
る
こ
と
か
ら
、
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い

て
も
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
。

・
水
野
本

ま
ず
、
小
池
進
氏
が
底
本
と
し
て
用
い
た
『
慶
元
年
記
』
（
一
五

O
函
七
一
号
）
六

冊
本
が
あ
る
。
各
書
冊
に
は
「
引
馬
文
庫
」
の
蔵
書
印
と
勾
玉
形
の
「
雑
史
」
印
が

押
さ
れ
て
お
り
、
水
野
忠
邦
旧
蔵
本
で
あ
る
と
わ
か
る
1

。
本
稿
で
は
こ
れ
を
水
野

本
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

水
野
本
の
第
一
冊
目
の
表
表
紙
に
は
、

此
書
慶
長
元
和
小
説
ト
全
同
書
ナ
リ
、
且
小
説
モ
慶
長
記
〈
板
坂
ト
斎
筆
記
ヲ

云
〉
等
諸
書
ヲ
綴
輯
シ
タ
ル
者
ナ
レ
ハ
断
然
不
採
用
書
ト
ス
ヘ
シ

（
※
〈
〉
内
は
割
書
、
以
下
同
）

と
墨
書
が
あ
る
。
さ
ら
に
一
丁
目
オ
モ
テ
に
は
、

此
書
ノ
巻
一
ハ
慶
長
年
中
記
〈
板
坂
卜
斎
筆
記
〉
ニ
シ
テ
、
巻
二
以
下
ハ
慶
長

元
和
寛
永
小
説
ナ
リ
、
二
書
並
ニ
単
行
ノ
書
ア
リ
、

慶
長
年
中
記
ハ
三
年
ニ
起
リ
五
年
ニ
終
リ
、
慶
長
元
和
寛
永
小
説
ハ
慶
長
六

年
ニ
起
リ
寛
永
四
年
ニ
終
ル
、
自
ラ
別
種
ナ
リ
、
小
説
ハ
慶
長
年
中
記
ヲ
綴

輯
セ
シ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス

と
朱
書
の
貼
紙
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
巻
二
以
下
が
板
坂
ト
斎
筆
「
慶
長
年
中
記
」
と
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は
別
種
で
あ
る
と
墨
書
を
批
判
し
て
い
る
の
で
、
墨
書
↓
朱
書
の
順
で
記
さ
れ
た
と

わ
か
る
。

実
際
の
構
成
を
他
の
類
本
を
参
考
に
し
て
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
（
丸
カ
ッ

コ
内
は
後
掲
の
類
本
に
よ
る
仮
題
、
表
表
紙
に
は
外
題
と
し
て
「
慶
元
年
記
」
及
び

冊
番
号
が
記
さ
れ
る
）

第
一
冊
板
坂
卜
斎
著
『
（
慶
長
年
中
記
）
』

第
二
冊
『
（
慶
長
小
説
）
』
慶
長
六
年

i
十
年

第
三
冊
『
（
慶
長
小
説
）
』
慶
長
十
一
年
i
十
三
年

第
四
冊
『
（
慶
長
小
説
）
』
慶
長
十
四
年
1
十
六
年

第
五
冊
『
（
元
和
小
説
）
』
元
和
元
年

i
九
年

第
六
冊
『
（
寛
永
小
説
）
』
元
和
十
（
寛
永
元
）
年

i
寛
永
四
年

『
元
和
寛
永
小
説
』

水
野
本
で
は
、
『
元
和
寛
永
小
説
』
以
外
は
内
題
を
持
た
な
い
。
そ
の
た
め
、
朱
書

の
記
者
は
内
容
か
ら
第
二
冊
以
下
を
「
慶
長
元
和
寛
永
小
説
」
と
判
断
し
た
の
だ
が
、

実
際
に
第
一
冊
と
第
二
冊
以
下
で
は
性
格
が
異
な
る
。
ま
た
、
『
（
慶
長
小
説
）
』
は
徳

川
家
康
、
『
（
元
和
小
説
）
』
『
（
寛
永
小
説
）
』
は
徳
川
秀
忠
の
動
向
を
中
心
に
、
そ
れ

ぞ
れ
編
年
体
で
記
録
さ
れ
、
「
小
説
」
と
い
う
表
題
か
ら
想
起
さ
れ
る
よ
う
な
散
文
体

の
文
章
で
は
な
い
。
他
の
日
記
と
比
較
し
て
も
記
事
は
正
確
で
あ
り
、
『
徳
川
実
紀
』

の
編
纂
に
も
利
用
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
。

問
題
の
『
元
和
寛
永
小
説
』
は
、
第
六
冊
目
に
『
（
寛
永
小
説
）
』
に
続
け
て
掲
載

さ
れ
て
い
る
が
（
三
十
二
丁
）
、
こ
れ
は
散
文
体
で
徳
川
秀
忠
の
事
績
を
回
想
し
て
お

り
、
そ
れ
以
外
の
「
慶
長
元
和
寛
永
小
説
」
と
は
明
ら
か
に
内
容
が
異
な
る
。

・
昌
平
坂
本

次
に
、
「
回
日
平
坂
」
の
黒
印
を
持
つ
六
冊
本
が
あ
る
。
こ
れ
は
表
表
紙
に
外
題
が
記

さ
れ
、
『
慶
長
小
説
』
三
冊
（
一
五

O
函
八

O
号
）
、
『
元
和
小
説
』
一
冊
（
一
五

O
函

一
O
二
号
）
、
『
元
和
寛
永
小
説
』
一
冊
（
一
五

O
函一

O
四
号
）
、
『
寛
永
小
説
』

冊
（
一
五

O
函一

O
三
号
）
と
な
る
。
い
ず
れ
も
表
表
紙
の
右
上
に
「
談
話
」
の
小

紙
片
が
貼
ら
れ
、
最
終
丁
に
は
「
昌
平
坂
」
黒
印
が
押
さ
れ
て
お
り
、
昌
平
坂
学
問

所
内
に
開
設
さ
れ
た
記
録
調
所
の
収
集
資
料
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
2
0

こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
昌
平
坂
本
と
称
す
る

D

実
際
の
外
題
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
冊
『
慶
長
小
説
一
』
自
慶
長
六
年
至
同
十
年

第
二
冊
『
慶
長
小
説
二
』
自
慶
長
十
一
年
至
同
十
三
年

第
三
冊
『
慶
長
小
説
三
』
自
慶
長
十
四
年
至
同
十
六
年

第
四
冊
『
元
和
小
説
曲
全
』
自
元
和
元
年
至
同
九
年

※
「
四
」
の
上
に
貼
紙
で
「
全
」
と
修
正
あ
り
、
第
五
・
六
冊
も
同

第
五
冊
『
元
和
寛
永
小
説
車
全
』

第
六
冊
『
寛
永
小
説
木
全
』
自
寛
永
元
年
至
同
四
年

外
題
の
修
正
状
況
か
ら
も
、
当
初
は
六
冊
本
と
し
て
写
さ
れ
、
後
に
単
体
で
扱
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
昌
平
坂
本
で
は
、
『
元
和
寛
永
小
説
』
が
単
独
で

第
五
冊
目
に
置
か
れ
（
三
十
九
丁
）
、
板
坂
卜
斎
『
慶
長
年
中
記
』
は
含
ま
れ
な
い
。

そ
し
て
、
第
六
冊
（
最
終
冊
）
の
『
寛
永
小
説
』
に
は
次
の
よ
う
な
奥
書
が
あ
る
。

右
天
保
辛
丑
以
岩
村
侯
家
蔵
本
写
了
、
原
本
奥
書
云
、
慶
長
小
説
三
冊
、
元
和

小
説
一
冊
、
元
和
寛
永
小
説
一
冊
、
寛
永
小
説
一
冊
、
全
部
六
冊
、
寛
保
辛
酉

之
冬
以
林
家
之
本
写
之
ト
ア
リ

つ
ま
り
、
昌
平
坂
本
の
原
本
は
林
家
蔵
本
で
あ
り
、
寛
保
元
辛
酉
年
（
一
七
四
一
）

冬
に
林
家
本
が
写
さ
れ
て
岩
村
藩
松
平
家
蔵
本
と
な
り
、
さ
ら
に
天
保
十
二
辛
丑
年

（
一
八
四
一
）
に
昌
平
坂
学
問
所
に
お
い
て
写
本
が
作
成
さ
れ
た
と
わ
か
る
。
岩
村

藩
の
関
係
か
ら
林
述
斎
の
関
与
が
う
か
が
え
よ
う
。
要
す
る
に
、
林
家
本
↓
岩
村
藩

本
↓
昌
平
坂
本
と
写
本
が
作
成
さ
れ
た
。

ま
た
、
第
五
冊
『
元
和
寛
永
小
説
』
に
つ
い
て
は
、
単
独
で
次
の
奥
書
を
持
つ
。

右
太
田
和
泉
守
家
蔵
之
書
也
、
享
保
元
年
丙
申
之
秋
備
台
覧
、
聞
出
自
保
科
主

税
家
、
不
知
其
実
否
、
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太
田
和
泉
守
3

家
蔵
本
を
享
保
元
丙
申
年
（
一
七
二
ハ
）
秋
に
、
将
軍
徳
川
吉
宗
の

閲
覧
に
備
え
て
保
科
主
税
4

家
か
ら
聞
き
出
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
実
否
は
わ
か
ら

な
い
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
奥
書
は
水
野
家
本
に
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
水
野
家
本

と
昌
平
坂
本
は
別
系
統
と
考
え
ら
れ
る
が
、
成
立
の
経
緯
に
関
し
林
家
蔵
本
か
ら
写

し
た
過
程
を
明
記
す
る
国
平
坂
本
が
善
本
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
小
池
氏
が
昌

平
坂
本
の
方
が
水
野
本
よ
り
も
一
条
多
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
水
野
本
は
他
に

も
字
句
の
脱
落
等
が
複
数
見
ら
れ
、
こ
の
点
で
も
や
は
り
昌
平
坂
本
が
善
本
と
判
断

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
内
容
的
な
差
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
い
っ
て
よ
い
。

・
福
田
本

最
後
に
『
寛
永
小
説
自
元
年
至
四
年
／
元
和
寛
永
小
説
全
』
（
一
五

O
函
九
六
号
）

の
表
題
を
持
つ
一
冊
本
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
寛
永
小
説
』
と
『
元
和
寛
永
小
説
』
（
四

十
二
丁
）
を
収
録
し
、
一
丁
目
に
「
福
田
文
庫
」
「
静
岡
学
校
」
の
朱
印
が
押
さ
れ
、

料
紙
に
は
黒
色
の
九
行
罫
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
巻
末
に
昌
平
坂
本
と
同
じ
奥
書

（
「
右
大
田
和
泉
守
家
蔵
之
本
也
、
・
・
・
」
）
が
付
属
す
る
こ
と
や
、
字
句
や
表
記
の

類
似
性
5

か
ら
見
て
昌
平
坂
本
と
同
系
統
の
写
本
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

こ
れ
を
福
田
本
と
す
る
が
、
同
じ
く
「
福
田
文
庫
」
「
静
岡
学
校
」
印
を
持
つ
『
慶

長
年
中
記
』
（
一
六
六
函
四
一
号
）
一
冊
、
『
慶
長
小
説
』
（
一
五

O
函
七
六
号
）
三
冊
、

『
元
和
小
説
』
（
一
五

O
函
九
七
号
）
一
冊
と
も
本
来
は
同
一
出
所
と
考
え
ら
れ
る
。

国
文
学
研
究
資
料
館
の
蔵
書
印
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
「
福
田
文
庫
」
印
は
福
田

敬
園
6

の
蔵
書
印
と
さ
れ
る
。
伝
来
経
緯
は
不
詳
だ
が
、
罫
紙
使
用
や
書
体
等
か
ら

み
て
近
世
後
期
の
写
本
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
内
閣
文
庫
に
伝
来
す
る
『
元
和
寛
永
小
説
』
の
伝
来
状
況
を
確
認
し
た
。

水
野
本
・
日
田
平
坂
本
・
福
田
本
の
三
種
類
の
写
本
が
存
在
し
、
こ
の
う
ち
福
田
本
は

昌
平
坂
本
と
同
系
統
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
現
段
階
で
水
野
本
と
昌
平
坂
本
と
の
関

係
は
不
明
だ
が
、
本
稿
で
は
昌
平
坂
本
が
善
本
で
あ
る
と
判
断
し
、
底
本
に
使
用
す

る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
『
元
和
寛
永
小
説
』
と
ま
と
ま
っ
て
伝
来
す
る
『
慶
長
年
中
記
』
『
慶
長
小

説
』
『
元
和
小
説
』
『
寛
永
小
説
』
の
存
在
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
『
慶
長

年
中
記
』
に
は
、
将
軍
吉
宗
よ
り
「
一
覧
可
仕
旨
7

」
の
上
意
が
あ
っ
た
と
す
る
奥

書
が
付
さ
れ
、
「
板
坂
ト
斎
覚
書
」
な
ど
の
題
で
広
く
流
布
し
て
い
る
。
さ
ら
に
付
言

す
る
と
、
内
閣
文
庫
に
は
、
他
に
も
『
慶
長
小
説
』
『
寛
永
小
説
』
と
題
さ
れ
な
が
ら
、

右
と
は
内
容
の
異
な
る
書
冊
も
複
数
伝
来
す
る
。
こ
れ
ら
は
「
林
家
蔵
書
」
「
昌
平
坂

学
問
所
」
「
浅
草
文
庫
」
等
の
蔵
書
印
を
有
し
、
奥
書
か
ら
は
、
享
保
二
年
（
一
七
一

七
）
か
ら
三
年
に
か
け
て
林
鳳
岡
信
篤
が
林
家
所
蔵
の
記
録
か
ら
抄
出
し
て
作
成
し
、

将
軍
徳
川
吉
宗
の
閲
覧
に
備
え
た
こ
と
や
、
そ
の
原
本
は
当
時
の
将
軍
近
臣
が
語
っ

た
内
容
を
林
道
春
信
勝
が
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
判
明
す
る
。

上
記
史
料
は
、
い
ず
れ
も
「
小
説
」
と
い
う
表
題
か
ら
等
閑
祝
さ
れ
る
傾
向
に
あ

っ
た
。
し
か
し
、
享
保
期
に
こ
れ
ら
一
連
の
「
小
説
」
が
整
理
さ
れ
た
点
や
、
『
徳
川

実
紀
』
に
も
引
用
さ
れ
た
点
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
の
収
集
・
編
纂
過
程
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
の
意
義
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
各
書
の
内
容
の
検
討
と
あ
わ
せ
、
全
容
の
解

明
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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『
元
和
寛
永
小
説
』
の
内
容
・
記
者
に
つ
い
て

内

容

『
元
和
寛
永
小
説
』
は
、
将
軍
時
代
後
半
か
ら
大
御
所
期
に
か
け
て
の
徳
川
秀
忠
8

と
そ
の
周
囲
に
つ
い
て
記
し
た
回
想
録
で
あ
る
。
記
者
（
回
想
者
）
は
元
和
四
年
（
一

六
一
八
）
頃
か
ら
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
に
か
け
て
秀
忠
に
近
侍
し
た
人
物
で
あ

り
（
後
述
）
、
後
年
に
自
身
の
見
聞
を
語
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
形
式
と
し
て
は
、

事
項
ご
と
に
一
箇
条
を
立
て
て
4

記
述
し
て
お
り
、
序
文
・
目
録
等
は
備
わ
ら
な
い
。

昌
平
坂
本
巻
末
の
奥
書
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
。
概
ね
以
下
の
二
部
構
成
と
な
っ
て

1 



い
る
。前

半
元
和
期
か
ら
寛
永
九
年
に
か
け
て
の
秀
忠
の
日
常
生
活
。
（
記
者
の
見

聞
に
基
づ
く
江
戸
城
内
の
年
中
行
事
、
秀
忠
の
一
日
の
生
活
、
側
近
・
附
衆
の

名
前
、
鷹
や
鷹
狩
の
話
、
西
丸
移
徒
後
の
書
院
番
・
花
畑
組
他
の
体
制
、
秀
忠

死
去
前
後
の
様
子
な
ど
）

後
半
記
者
の
出
仕
中
の
見
聞
に
加
え
、
他
者
か
ら
の
聞
書
や
死
後
の
世
評

等
も
織
り
交
ぜ
て
記
述
さ
れ
る
秀
忠
の
人
物
像
な
ど
。

た
だ
し
後
半
部
に
含
ま
れ
る
記
者
幼
少
期
の
記
憶
に
基
づ
い
た
情
報
（
坂
崎
直
盛
・

最
上
義
俊
・
本
多
正
純
・
大
久
保
長
安
・
福
島
正
則
等
に
関
す
る
騒
動
）
に
つ
い
て

は
、
誤
認
識
も
見
ら
れ
る
た
め
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

本
史
料
の
最
大
の
特
徴
は
、
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
近
侍
者
に
よ
る
覚
書
と
い
う

点
に
あ
り
、
他
史
料
か
ら
は
得
難
い
内
容
を
数
多
く
含
む
。
特
に
秀
忠
死
去
時
の
様

子
は
臨
場
感
を
も
っ
て
描
写
さ
れ
て
お
り
、
秀
忠
が
幼
少
期
か
ら
学
問
・
兵
法
に
熱

心
に
取
り
組
ん
で
い
た
様
子
や
、
花
や
鷹
狩
を
好
み
、
鼓
や
鉄
砲
を
得
意
と
し
た
こ

と
な
ど
も
近
侍
者
な
ら
で
は
の
視
点
か
ら
記
録
さ
れ
て
い
る
。
秀
忠
の
事
績
録
と
し

て
知
ら
れ
る
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
成
立
『
東
武
実
録
』
に
は
こ
う
し
た
記
述
は

見
ら
れ
ず
、
秀
忠
の
人
物
像
や
そ
の
周
囲
の
雰
囲
気
を
知
る
上
で
は
必
須
の
史
料
と

な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
鷹
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
秀
忠
が
使
用
し
た
鷹
場
、
鷹
と
の
接
し
方
、
鷹

匠
の
動
向
な
ど
、
鷹
狩
に
つ
い
て
の
具
体
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
録
さ
れ
て
い
る
口
鷹

狩
を
愛
好
し
た
秀
忠
が
足
繁
く
鷹
場
へ
出
向
く
様
子
か
ら
様
々
な
情
報
を
読
み
取
れ

る
と
と
も
に
、
秀
忠
の
周
囲
の
状
況
か
ら
近
世
初
期
の
鷹
場
政
策
の
背
景
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
も
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。

2 

者

こ
の
よ
う
に
元
和
期
・
寛
永
初
期
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
伝
え
る
『
元
和
寛
永

記

小
説
』
で
あ
る
が
、
記
者
が
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
活
用
し
づ
ら
い
状
況
に
あ
っ
た
。

本
史
料
に
注
目
し
た
小
池
氏
も
、
記
者
は
「
秀
忠
に
極
め
て
近
い
位
置
に
あ
り
、
秀

忠
に
日
常
的
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
た
人
物
」
と
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
記
述
内
容
に
基
づ
い
て
記
者
の
特
定
を
試
み
た
い
。
結
論
か
ら
述
べ
る

と
、
永
井
直
重
を
記
者
と
推
定
し
て
い
る
。

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
（
以
下
、
『
寛
政
譜
』
）
に
よ
れ
ば
、
永
井
長
八
郎
直
重
は
永

井
直
勝
の
四
男
で
あ
り
、
尚
政
・
直
清
・
直
定
を
兄
に
持
つ
。
慶
長
九
年
三
六

O

四
）
に
生
ま
れ
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
に
十
五
歳
で
徳
川
秀
忠
の
小
姓
に
否
出

さ
れ
た
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
に
父
の
遺
領
か
ら
三
千
二
百
石
を
相
続
し
、
同

五
年
八
月
に
式
部
少
輔
に
叙
任
。
そ
の
後
の
詳
細
は
－
記
さ
れ
な
い
が
、
病
に
よ
り
勤

め
を
辞
し
た
と
あ
り
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
七
十
九
歳
で
死
去
。
す
で
に
継
嗣

に
先
立
た
れ
て
い
た
た
め
永
井
家
は
断
絶
と
な
っ
た
。

以
下
で
は
、
永
井
直
重
と
推
定
す
る
根
拠
を
本
史
料
中
よ
り
挙
げ
て
い
く
。
注
目

さ
れ
る
の
は
、
直
重
の
父
で
あ
る
永
井
右
近
大
夫
直
勝
に
関
連
し
た
記
事
が
多
い
点

で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
記
者
が
直
勝
の
縁
者
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
記
述
が
含
ま

れ
て
い
る
。

ま
ず
注
目
す
る
の
は
慶
長
十
八
年
（
一
六
二
二
）
の
大
久
保
長
安
の
死
去
後
に
、

そ
の
一
門
や
配
下
の
代
官
ら
が
処
罰
さ
れ
た
事
件
の
記
事
で
あ
る
。

我
等
駿
河
ニ
幼
少
に
て
居
申
、
大
坂
前
の
事
に
て
し
か
と
不
存
候
、
併
石
見
召

仕
候
頭
立
候
者
年
寄
衆
皆
々
御
預
ケ
候
、
右
近
大
夫
所
へ
ハ
勘
十
郎
と
申
者
参

候
、
夫
は
覚
申
候
（
三
七
頁
下
段
）

当
時
の
記
者
（
「
我
等
」
）
は
駿
、
河
に
在
住
し
て
い
た
が
、
幼
少
の
た
め
は
っ
き
り
と

は
覚
え
て
い
な
い
口
し
か
し
な
が
ら
、
大
久
保
長
安
配
下
の
主
だ
っ
た
者
が
各
所
に

預
け
ら
れ
、
永
井
直
勝
邸
で
は
勘
十
郎
（
不
詳
）
な
る
人
物
を
預
か
っ
た
こ
と
は
覚

え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、
慶
長
十
八
年
当
時
の
記
者
は
幼

少
で
、
駿
府
城
下
の
直
勝
邸
で
過
ご
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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そ
の
後
は
江
戸
に
移
り
、
元
和
二
年
（
一
六
二
ハ
）
の
坂
崎
出
羽
守
直
盛
の
騒
動

時
に
、
江
戸
中
が
「
さ
わ
き
申
候
」
（
三
六
頁
下
段
）
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
こ
れ

は
同
年
四
月
の
家
康
死
去
後
、
江
戸
で
出
仕
す
る
直
勝
に
従
っ
た
も
の
と
解
釈
で
き

る
。
さ
ら
に
、
元
和
五
年
の
福
島
正
則
改
易
の
際
は
、
「
我
等
ハ
笠
間
ニ
罷
在
候
」
（
四

一
頁
下
段
）
と
あ
る
。
当
時
の
常
陸
笠
間
城
主
は
永
井
直
勝
で
あ
る
た
め
、
や
は
り

直
勝
の
下
で
過
ご
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

他
に
も
、
直
勝
か
ら
指
物
を
も
ら
っ
た
話
（
三
七
頁
上
段
）
や
、
直
勝
の
指
示
で

鷹
を
腕
に
据
え
て
秀
忠
の
前
に
出
た
話
（
三

O
頁
下
段
）
が
見
ら
れ
、
直
勝
と
の
親

密
な
関
係
が
読
み
取
れ
る
。

上
記
か
ら
、
記
者
が
永
井
直
勝
の
縁
者
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
息
子
と
推

測
で
き
る
。
そ
こ
で
直
勝
の
四
人
の
息
子
に
つ
い
て
、
①
慶
長
十
八
年
か
ら
元
和
初

年
に
か
け
て
幼
少
で
あ
っ
た
、
②
秀
忠
の
小
姓
と
し
て
勤
め
た
経
歴
を
持
つ
9

、
と

い
う
こ
点
に
注
目
し
て
見
て
い
く
と
、
本
文
中
に
「
信
濃
守
」
と
し
て
登
場
す
る
長

男
尚
政
や
二
男
直
清
は
、
①
の
年
齢
条
件
に
該
当
し
な
い
m
。
ま
た
、
幼
少
期
か
ら

徳
川
家
光
の
小
姓
を
つ
と
め
る
三
男
直
貞
は
、
②
に
該
当
し
な
い
。
残
る
は
四
男
直

重
だ
が
、
先
述
の
よ
う
に
元
和
四
年
頃
か
ら
秀
忠
の
小
姓
と
し
て
出
仕
し
口
、
①
・

②
と
も
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
本
史
料
中
で
は
青
山
大
蔵
亮
（
幸
成
）

組
の
「
花
畑
番
頭
」
と
し
て
「
永
井
式
部
少
」
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
（
三
四
頁
上
段
）
。

こ
の
永
井
式
部
少
輔
こ
そ
が
直
重
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
、
家
光
の
将
軍
宣
下
後
も
西

丸
「
花
畑
番
頭
」
臼
と
し
て
大
御
所
秀
忠
に
勤
仕
し
た
こ
と
に
な
る
。
『
寛
政
譜
』
で

は
小
姓
以
後
の
経
歴
を
欠
く
が
、
「
花
畑
番
頭
」
と
し
て
西
丸
ま
で
従
っ
た
と
す
れ
ば
、

秀
忠
の
側
回
り
や
死
去
の
様
子
が
詳
細
に
描
写
さ
れ
る
点
も
納
得
で
き
、
本
史
料
の

記
者
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
見
な
せ
る
。

な
お
、
後
継
が
途
絶
え
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
秀
忠
死
後
の
直
重
の
動
向
は
ほ
と

ん
ど
伝
わ
ら
な
い
。
秀
忠
の
遺
物
分
け
で
銀
三
百
枚
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
日
、
そ

の
後
の
動
向
と
し
て
は
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
の
上
洛
供
奉
u
、
万
治
二
年

（
一
六
五
九
）
の
城
門
警
護
日
な
ど
が
伝
わ
る
の
み
で
あ
る
。

以
上
に
よ
り
、
内
容
か
ら
の
推
論
に
は
な
る
も
の
の
、
永
井
直
重
を
『
元
和
寛
永

小
説
』
の
記
者
と
し
て
確
定
で
き
る
。
以
下
で
は
、
直
重
が
記
者
で
あ
る
（
あ
る
い

は
、
直
重
の
語
る
内
容
が
筆
記
さ
れ
た
）
こ
と
を
前
提
に
話
を
進
め
て
い
く
。

記
者
永
井
直
重
の
勤
仕
の
様
子

永
井
直
重
が
小
姓
、
後
に
「
花
畑
番
頭
」
を
務
め
た
こ
と
は
既
述
し
た
が
、
そ
の

勤
仕
の
様
子
に
つ
い
て
も
、
確
認
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
花
畑
組
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
後
の
小
姓
組
番
だ
が
、
成
立
期
の
実
態
に
つ
い

て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
そ
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
慶
長
十
一
年
三
六

O
六）

に
書
院
番
と
共
に
設
置
さ
れ
た
と
い
う
の
が
通
説
だ
が
、
小
池
進
氏
は
元
和
八
年
（
一

六
二
二
）
十
一
月
の
本
丸
御
殿
完
成
な
ど
を
契
機
に
書
院
番
か
ら
分
離
し
た
と
分
析

す
る
目
。
元
和
八
年
段
階
で
六
組
だ
が
、
秀
忠
の
西
丸
移
徒
後
は
本
丸
四
組
・
西
丸

六
組
と
な
り
、
将
軍
家
光
・
大
御
所
秀
忠
そ
れ
ぞ
れ
に
付
属
す
る
体
制
が
整
っ
た
。

ま
た
、
初
期
に
お
い
て
は
将
軍
側
近
が
小
姓
組
番
頭
（
本
史
料
中
で
は
「
花
畑
組
頭
」
）

を
兼
務
し
て
お
り
、
幕
閣
輩
出
機
能
を
担
っ
た
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
目
。

そ
の
職
務
に
つ
い
て
、
本
史
料
の
内
容
お
よ
び
後
世
の
小
姓
組
番
の
職
掌
と
の
比

較
に
よ
り
類
推
を
行
う
と
、
官
頭
に
見
ら
れ
る
儀
式
の
際
の
給
仕
、
将
軍
の
警
護
や

殿
中
警
備
、
鷹
狩
や
紅
葉
山
東
照
宮
参
詣
等
の
外
出
時
の
供
奉
な
ど
を
担
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
秀
忠
の
病
床
に
粥
を
運
ん
だ
り
（
三
五
頁
下
段
）
、
秀
忠
が
「
我

等
花
す
き
を
御
存
知
被
成
」
（
四

O
頁
上
段
）
と
す
る
場
面
か
ら
は
、
近
習
的
な
側
面

も
認
め
ら
れ
る
。
花
畑
組
の
名
称
は
、
詰
所
（
黒
書
院
西
湖
の
間
）
の
前
庭
に
花
畑

が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
が
、
秀
忠
が
そ
の
花
畑
ま
で
や
っ
て
来
て
、
番
士
銘
々

に
言
葉
を
か
け
る
様
子
も
記
さ
れ
て
お
り
（
三

O
頁
上
段
）
、
秀
忠
に
と
っ
て
身
近
な

親
衛
隊
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
目
。

続
い
て
、
本
史
料
を
読
み
進
め
る
上
で
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
直
重
が
活
動
す

3 
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る
空
間
と
「
表
」
・
「
奥
」
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
お
く
口

本
史
料
に
見
え
る
直
重
の
行
動
範
囲
は
、
外
出
や
儀
式
を
除
け
ば
、
「
御
座
之
間
」

を
中
心
と
し
た
秀
忠
の
日
常
生
活
の
空
間
に
属
す
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
ま
ず
、
こ

の
秀
忠
側
廻
り
の
生
活
空
間
の
外
側
を
「
表
」
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
元

日
目
や
嘉
祥
の
記
事
（
と
も
に
二
九
頁
下
段
）
の
「
表
ニ
被
為
成
御
座
候
」
と
い
う

時
の
表
と
は
、
秀
忠
が
諸
大
名
を
集
め
た
大
広
間
の
儀
式
空
間
に
出
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
ま
た
、
伊
沢
政
信
が
「
御
膳
番
御
免
、
表
へ
御
出
し
被
成
候
」
（
三
七
頁

下
段
）
と
あ
る
の
は
、
側
廻
り
の
職
を
解
い
て
表
向
の
職
に
転
出
さ
せ
た
も
の
と
解

釈
で
き
る
。
こ
の
関
係
で
は
、
秀
忠
の
生
活
空
間
は
奥
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
奥
の
生
活
空
間
が
「
表
」
と
称
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、

秀
忠
の
病
臥
時
に
、
「
奥
ニ
御
寝
成
侯
時
も
御
座
候
、
又
ハ
表
へ
被
為
成
、
御
養
生
被

遊
候
時
も
御
座
候
」
と
あ
る
が
（
三
四
頁
下
段
）
、
こ
の
「
表
」
が
表
向
の
儀
式
空
間

で
は
な
く
、
奥
向
の
「
御
座
之
間
」
や
寝
所
を
指
す
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
小
姓
や

直
重
ら
の
看
病
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
奥
」
は
後
の
大
奥
に
あ
た
り
、
奥

向
女
中
ら
が
世
話
し
た
の
で
あ
ろ
う
加
。
最
終
的
に
、
「
御
薬
も
き
〉
不
申
候
付
、
表

ニ
て
御
養
生
被
成
候
」
こ
と
に

h

な
り
、
秀
忠
は
そ
の
ま
ま
「
表
」
で
息
を
引
き
取
っ

た。
ま
と
め
る
と
、
永
井
直
重
の
活
動
範
囲
は
、
江
戸
城
の
御
殿
の
中
で
も
秀
忠
の
日

常
生
活
や
病
の
看
病
が
行
わ
れ
る
奥
向
の
生
活
空
聞
が
中
心
で
、
大
名
ら
が
登
城
し

て
儀
式
が
行
わ
れ
る
表
向
の
空
間
と
区
別
さ
れ
る
口
他
方
で
、
こ
の
奥
向
の
生
活
空

間
は
さ
ら
に
表
方
と
奥
方
（
大
奥
）
と
に
分
か
れ
、
そ
の
関
係
で
は
表
と
呼
ば
れ
る

こ
と
に
な
る
到
。
以
上
の
よ
う
に
「
表
」
と
「
奥
」
の
関
係
は
相
対
的
に
変
化
す
る

た
め
、
文
脈
に
応
じ
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
江
戸
城
の
御
殿
構
造
は
、
表
・
奥
（
中
奥
）
・
大
奥
と
い
う
三
空
間
で
説
明

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
n
。
史
料
中
で
上
記
名
称
が
固
定
的
に
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
当
て
は
め
る
と
す
れ
ば
、
直
重
が
活
動
し
た
の
は
「
奥
（
中
奥
）
」
の
空
間

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

『
元
和
寛
永
小
説
』
に
み
る
秀
忠
と
鷹

上
記
を
踏
ま
え
、
秀
忠
の
鷹
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
二
つ
の
視
点
か
ら
本
史
料

の
内
容
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

近
世
初
期
の
鷹
場

近
世
初
期
の
将
軍
家
の
鷹
場
の
形
成
過
程
や
支
配
構
造
に
つ
い
て
は
根
崎
光
男
氏

の
研
究
に
詳
し
い
お
。
ま
ず
は
根
崎
氏
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
本
史
料
に
登
場
す

る
鷹
場
の
概
要
を
整
理
す
る
。

秀
忠
が
利
用
し
た
鷹
場
に
つ
い
て
、
本
史
料
で
は
、
草
加
・
岩
淵
・
葛
西
・
西
新

井
・
六
郷
・
板
橋
・
池
上
・
柳
原
の
八
か
所
を
列
挙
し
（
一
一
二
頁
下
段
）
、
他
に
千
住

も
登
場
す
る
。
い
ず
れ
も
江
戸
か
ら
玉
里
以
内
の
い
わ
ゆ
る
江
戸
廻
り
に
位
置
し
、

将
軍
に
と
っ
て
は
利
用
し
や
す
い
鷹
揚
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
鷹
狩
の
際
は

早
朝
か
ら
出
猟
し
、
「
御
弁
当
場
」
に
当
番
の
小
姓
が
詰
め
て
昼
食
の
給
仕
を
行
っ
た

こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
江
戸
か
ら
や
や
離
れ
る
東
金
（
上
総
）
と
忍
（
武
蔵
）
も
登
場
す
る
。
こ

ち
ら
へ
出
向
く
際
は
複
数
日
の
滞
在
を
伴
う
の
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、
忍
で
は
文
禄

二
年
（
一
五
九
三
）
に
隣
接
す
る
鴻
巣
に
御
殿
が
建
て
ら
れ
、
東
金
で
も
慶
長
十
九

年
（
一
六
一
四
）
に
街
道
と
東
金
御
殿
が
造
営
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
家
康
の
関
東
入

部
当
初
か
ら
用
い
ら
れ
た
鷹
場
だ
が
、
秀
忠
も
「
毎
年
御
用
さ
へ
無
御
座
候
へ
ハ
」
、

東
金
・
忍
で
鷹
狩
を
し
た
と
あ
り
（
四
一
頁
上
段
）
、
実
際
に
『
東
武
実
録
』
な
ど
か

ら
も
例
年
の
出
猟
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
他
、
遠
方
の
鷹
場
と
し
て
は
、
吉
良
（
三
河
）
・
下
妻
（
常
陸
）
が
見
え
る
が

（
三
一
頁
下
段
）
、
鷹
の
訓
練
の
た
め
鷹
匠
を
派
遣
す
る
の
み
で
秀
忠
自
身
の
来
訪
は

1 
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見
ら
れ
な
い
。
こ
の
う
ち
東
海
道
沿
い
の
吉
良
は
、
か
つ
て
は
豊
臣
家
の
鷹
場
に
設

定
さ
れ
、
徳
川
家
に
と
っ
て
も
三
河
時
代
や
駿
府
大
御
所
時
代
の
家
康
が
使
用
し
た

由
緒
あ
る
鷹
揚
で
あ
っ
た
。
将
軍
の
出
猟
機
会
が
減
少
し
た
後
は
、
鷹
匠
が
派
遣
さ

れ
て
鷹
を
飼
養
す
る
取
飼
場
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
将
軍
家
の
鷹
場
に
関
し
て
、
秀
忠
が
統
制
を
命
じ
た
記
事
を
一
つ
取
り

上
げ
て
お
く
。
事
の
発
端
は
、
秀
忠
が
葛
西
筋
に
出
猟
し
た
際
に
、
他
者
に
よ
る
鷹

狩
の
痕
跡
を
発
見
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
地
は
秀
忠
が
独
占
的
に
使
用
す
る
鷹

揚
で
あ
り
、
他
者
の
使
用
を
許
可
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
帰
還
後
に
「
鷹
場

不
作
法
」
と
し
て
井
上
正
就
と
永
井
尚
政
に
穿
撃
を
命
じ
た
と
こ
ろ
、
両
者
は
、
「
御

鷹
場
」
を
盗
ん
だ
こ
と
が
紛
れ
も
な
い
状
況
で
あ
り
、
密
か
に
見
張
ら
せ
て
犯
人
を

捕
ら
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
し
か
し
、
秀
忠
は
「
に
く
き
者
」
な
の
で
捕
え
て
し

ま
い
た
い
が
、
法
度
を
出
し
抜
く
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
、
ま
ず
法
度
を
広
く
触

れ
て
か
ら
番
所
を
建
て
、
他
者
が
鷹
を
送
り
使
わ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
指
示
し

た
。
（
四
一
頁
上
段
）
。
井
上
正
就
は
寛
永
五
年
八
月
に
殺
害
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
以

前
の
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
記
述
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
が
、
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
十
月
に
出
さ
れ
た

鷹
場
令
で
あ
る
加
。
寛
永
五
年
鷹
場
令
は
、
近
世
初
期
の
江
戸
近
郊
鷹
場
の
成
立
を

示
す
史
料
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
き
た
が
そ
上
掲
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ

の
法
令
が
触
れ
出
さ
れ
る
具
体
的
な
契
機
の
一
っ
と
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、
こ
の
法
令
に
よ
り
、
江
戸
近
郊
の
五
十
四
村
で
は
黒
印
木
札
を
与
え
ら
れ

た
者
以
外
の
鷹
使
用
の
禁
止
が
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
ま
さ
に
こ
れ
は
該
当
地
に
お
け
る

将
軍
家
の
鷹
狩
権
の
独
占
を
確
認
し
、
他
者
の
使
用
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
た
め
に

出
さ
れ
た
法
度
と
い
え
る
。
ま
た
、
第
二
条
「
上
下
の
と
を
り
鷹
ハ
、
御
鷹
場
之
内

は
か
り
、
宿
次
に
相
送
へ
き
事
」
は
、
従
来
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い

な
い
が
、
上
記
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
以
下
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

将
軍
家
以
外
の
上
下
の
者
の
鷹
を
通
過
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
「
御
鷹
場
」
の
領
域
内
で

は
鷹
場
を
荒
ら
さ
な
い
よ
う
に
、
或
い
は
鷹
狩
を
し
て
い
る
と
怪
し
ま
れ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
、
早
々
に
宿
次
で
運
ぶ
こ
と
を
指
示
し
た
と
理
解
で
き
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
寛
永
五
年
令
は
、
将
軍
家
に
よ
る
鷹
狩
の
円
滑
な
実
施

と
将
軍
家
鷹
場
の
保
全
を
目
的
と
す
る
法
令
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
先
行
研

究
で
は
、
条
文
内
容
や
触
れ
出
さ
れ
た
領
域
の
分
析
に
依
拠
し
た
論
が
展
開
さ
れ
、

具
体
的
な
契
機
や
事
例
に
基
づ
く
検
証
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、

将
軍
家
の
鷹
場
整
備
の
背
景
の
一
つ
と
し
て
注
目
す
べ
き
記
事
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
本
史
料
は
、
家
光
と
弟
忠
長
の
鷹
場
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
（
三
二

頁
上
段
）
。
家
光
は
、
具
体
的
な
地
名
を
示
さ
な
い
が
「
震
の
無
之
場
」
、
忠
長
の
鷹

場
は
牟
礼
と
さ
れ
、
両
者
と
も
鶴
の
捕
獲
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
（
「
譲
ハ
御
免
不
被
成

候
」
）
問
。
時
期
は
不
明
で
あ
り
、
特
に
家
光
将
軍
就
任
以
前
か
以
後
か
に
よ
っ
て
も

解
釈
は
変
わ
っ
て
く
る
の
だ
が
、
秀
忠
が
鷹
場
支
配
権
を
握
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す

記
事
と
し
て
興
味
深
い
。

秀
忠
の
鷹
場
支
配
権
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
二
点
指
摘
し
て
お
こ
う
。
一
点
目
と

し
て
、
『
東
武
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
先
述
の
寛
永
五
年
鷹
場
令
の
発
令
に
際
し
、
加
藤

伊
織
（
則
勝
）
・
戸
田
久
助
（
貞
吉
）
・
小
栗
長
右
衛
門
（
政
次
）
・
阿
部
新
右
衛
門
（
重

次
）
ら
鷹
匠
四
名
に
黒
印
木
札
を
渡
し
た
と
あ
る
。
本
史
料
を
参
照
す
る
と
、
こ
の

四
名
は
い
ず
れ
も
秀
忠
の
「
御
附
衆
」
を
務
め
、
そ
の
命
を
受
け
て
活
動
す
る
こ
と

か
ら
、
秀
忠
配
下
の
鷹
匠
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
点
目
と
し
て
、
「
朝
鮮
人
」

（
一
三
頁
下
段
、
寛
永
元
年
の
家
光
将
軍
襲
職
の
祝
賀
使
節
）
か
ら
献
上
さ
れ
た
五

十
居
の
鷹
は
、
家
光
か
ら
ま
ず
は
す
べ
て
大
御
所
秀
忠
に
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
判
明

す
る
。
以
上
二
点
は
と
も
に
家
光
将
軍
就
任
以
後
の
話
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
が
、

将
軍
家
光
・
大
御
所
秀
忠
の
二
元
的
政
治
状
況
下
で
の
秀
忠
の
優
位
を
示
す
事
例
で

あ
る
。
将
軍
家
光
に
「
御
作
法
」
は
譲
っ
て
も
、
「
所
替
知
行
被
下
侯
分
」
は
譲
ら
な

か
っ
た
と
す
る
記
述
も
見
え
る
が
（
三
三
頁
下
段
）
、
知
行
宛
行
権
と
と
も
に
、
鷹
狩

に
関
す
る
諸
権
限
は
、
依
然
大
御
所
秀
忠
の
下
に
あ
っ
た
と
推
、
測
で
き
る
。
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献
上
品
と
し
て
の
鷹

鷹
の
献
上
に
関
す
る
記
事
も
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
将
軍
・
大
名
等
の
主
従
関
係

の
中
で
鷹
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
鷹
・
鷹
場
・
「
御
鷹
の
鳥
」
等
の
献
上
・
下
賜

の
シ
ス
テ
ム
や
儀
礼
が
成
立
し
て
い
た
点
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
釘
、
ま
た
、
本
史

料
に
も
見
え
る
松
前
が
鷹
供
給
地
と
し
て
機
能
し
た
点
や
東
北
大
名
に
よ
る
鷹
献
上

の
意
義
に
つ
い
て
は
長
谷
川
成
一
氏
や
菊
池
勇
夫
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
泊
。

ま
ず
、
秀
忠
が
献
上
さ
れ
た
鷹
を
見
分
す
る
記
事
だ
が
（
三

O
頁
下
段
）
、
こ
こ
で

は
秀
忠
が
自
身
で
全
て
の
鷹
を
目
利
き
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
弟
鷹
（
だ
い
、
雌
の

オ
オ
タ
カ
）
は
加
藤
則
勝
と
手
鷹
匠
衆
、
鶴
（
ハ
イ
タ
カ
）
は
小
姓
や
直
重
ら
が
腕

に
据
え
た
と
あ
る
か
ら
、
相
当
数
の
鷹
が
集
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
見
分
対
象

に
は
、
諾
大
名
に
よ
る
献
上
鷹
を
中
心
に
将
軍
家
鷹
匠
が
確
保
し
た
鷹
も
含
ん
で
い

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
秀
忠
の
目
に
適
っ
た
の
は
一
居
の
み
で
、
残
り
は
全

て
献
上
元
に
返
さ
れ
た
（
「
其
外
ハ
皆
上
り
申
候
方
へ
御
返
被
成
候
」
）
。
ま
た
、
秀
忠

の
目
利
き
は
確
か
で
、
選
ん
だ
鷹
は
皆
「
御
手
鷹
」
に
な
っ
た
と
い
う
。
一
方
で
、

選
外
と
な
っ
た
鷹
は
鷹
匠
が
飼
養
し
て
も
鶴
捉
に
は
育
た
な
か
っ
た
（
一
一
二
頁
下
段
）
。

ま
と
め
る
と
、
秀
忠
の
下
に
集
ま
る
全
て
の
鷹
が
受
納
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

直
々
の
見
分
を
経
て
、
気
に
入
ら
な
い
鷹
は
出
元
に
返
却
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
そ
の
後
の
鷹
匠
に
よ
る
飼
養
を
経
て
、
最
終
的
に
秀
忠
の
手
鷹
と
な
る
の

は
一
部
の
優
秀
な
鷹
の
み
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
全
国
か
ら
多
数
の
鷹
が
集
ま
り
、
秀
忠
が
直
々
に
選
別
す
る
仕
組
み

が
整
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
永
井
直
勝
が
知
行
地
の
笠
聞
か
ら
多
数
の
鷹
を
取
り
寄

せ
て
度
々
献
上
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
（
三

O
頁
下
段
）
。
そ
れ
だ
け
に
、
珍
し

い
「
白
鷹
」
を
献
上
し
そ
秀
忠
直
接
の
指
示
に
よ
り
「
御
満
足
被
成
候
由
」
を
記

し
た
内
書
を
発
給
さ
れ
た
松
前
家
は
（
一
一
二
頁
上
段
）
、
大
い
に
面
目
を
施
し
た
で
あ

ろ
う
。
こ
の
白
鷹
を
気
に
入
っ
た
秀
忠
は
、
ぜ
ひ
と
も
鶴
捉
に
す
べ
く
鷹
匠
小
栗
政

2 

次
に
命
じ
て
東
金
へ
派
遣
し
、
鶴
を
捉
ら
え
さ
せ
て
、
死
期
迫
る
病
床
か
ら
満
足
、
げ

に
褒
美
を
与
え
て
い
る
（
一
一
二
頁
上
段
）
。

献
上
品
に
対
す
る
秀
忠
の
評
価
が
明
瞭
に
一
不
さ
れ
る
点
で
、
一
種
の
緊
張
感
を
も

っ
て
鷹
が
献
上
さ
れ
る
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
時
期
の
諸
大
名
は
、

鷹
を
は
じ
め
様
々
な
献
上
を
精
力
的
に
随
時
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
時
代
が
下
る

と
献
上
行
為
の
定
式
化
が
進
み
、
毎
年
の
献
上
時
期
・
品
目
が
固
定
化
さ
れ
て
い
く
。

さ
ら
に
は
、
将
軍
か
ら
直
書
形
式
の
礼
状
と
し
て
発
給
さ
れ
る
内
書
も
三
季
（
端
午
・

重
陽
・
歳
暮
）
の
時
服
献
上
に
限
定
さ
れ
印
、
将
軍
・
大
名
聞
の
個
別
的
情
誼
を
取

り
持
つ
機
能
を
喪
失
す
る
。
こ
う
し
た
後
世
の
定
式
化
し
た
献
上
儀
礼
と
比
較
す
る

際
に
浮
か
び
上
が
る
緊
張
感
こ
そ
が
、
元
和
・
寛
永
期
の
献
上
の
特
徴
と
も
い
え
る

だ
ろ
う
。

鷹
は
天
下
人
に
ふ
さ
わ
し
い
献
上
品
で
あ
る
と
同
時
に
、
秀
忠
が
鷹
と
鷹
狩
を
愛

し
て
い
た
。
こ
の
両
点
に
、
当
時
の
鷹
献
上
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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お
わ
り
に
｜
「
覚
書
史
料
論
」
の
構
築
に
向
け
て
｜

『
元
和
寛
永
小
説
』
の
伝
来
状
況
や
記
者
の
検
討
と
あ
わ
せ
て
、
鷹
や
鷹
場
に
関

す
る
記
事
の
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
分
析
過
程
に
お
い
て
、
享
保
期
に
本
史
料
を
含

む
複
数
の
「
小
説
」
と
題
す
る
書
冊
が
収
集
・
編
纂
さ
れ
、
将
軍
吉
宗
の
閲
覧
に
供

し
た
こ
と
も
判
明
し
た
た
め
、
そ
の
全
容
の
解
明
も
急
ぎ
た
い
。

最
後
に
解
題
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
近
世
初
期
の
覚
書
史
料
に
つ
い
て
付
言
し
て
お

き
た
い
。
幕
藩
制
の
形
成
期
に
あ
た
る
十
七
世
紀
前
半
の
史
料
環
境
を
見
る
と
、
そ

の
前
後
の
時
期
と
比
べ
、
十
分
な
史
料
に
恵
ま
れ
た
時
代
と
は
言
い
難
い
。
幕
藩
官

僚
組
織
が
未
成
熟
な
段
階
に
あ
る
こ
と
か
ら
後
代
の
よ
う
な
組
織
的
な
記
録
作
成
は

未
整
備
で
あ
り
、
ま
た
、
豊
臣
期
の
よ
う
に
豊
富
な
書
状
が
伝
来
す
る
わ
け
で
も
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
当
該
期
の
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
政



治
史
の
分
野
で
は
、
年
寄
（
老
中
）
奉
書
や
寛
永
八
年
か
ら
作
成
さ
れ
る
「
江
戸
幕

府
日
記
」
、
そ
し
て
、
細
川
家
の
父
子
問
の
書
状
な
ど
の
一
次
史
料
を
駆
使
す
る
こ
と

に
よ
り
、
豊
か
な
歴
史
像
を
描
き
出
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
十
七
世
紀
前
半
の
史
料
環
境
及
び
研
究
動
向
を
踏
ま
え
、
今
回
取
り
上

げ
た
の
が
『
元
和
寛
永
小
説
』
と
い
う
覚
書
史
料
で
あ
る
。
覚
書
は
、
中
世
か
ら
近

世
へ
の
変
革
期
を
生
き
ぬ
い
た
人
物
達
に
よ
っ
て
、
自
身
の
体
験
や
見
聞
の
記
憶
が

記
録
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自
身
や
主
家
の
功
績
の
主
張
、
子
孫
へ
の
伝
達
な
ど
、

様
々
な
動
機
の
下
で
作
成
さ
れ
た
。
十
七
世
紀
に
は
覚
書
が
各
地
で
作
成
さ
れ
、
ま

さ
に
時
代
の
産
物
と
呼
べ
る
史
料
で
あ
る
。

桑
田
忠
親
氏
は
か
つ
て
、
記
録
を
日
記
・
覚
書
・
聞
書
の
三
種
に
大
別
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
、
史
実
の
発
生
か
ら
史
料
成
立
ま
で
の
時
間
の
長
短

（
「
時
間
的
価
値
」
）
で
見
れ
ば
日
記
が
優
れ
る
も
の
の
、
内
容
の
豊
富
さ
（
「
空
間
的

価
値
」
）
で
は
覚
書
・
聞
書
が
勝
る
場
合
も
多
く
、
総
合
的
に
見
て
、
高
い
史
料
的
価

値
が
認
め
ら
れ
る
覚
書
・
聞
書
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
目
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
指
摘
が
あ
り
な
が
ら
も
、
覚
書
の
歴
史
史
料
と
し
て
の
価
値

は
低
く
見
ら
れ
が
ち
で
あ
り
、
十
分
に
活
用
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
背

後
に
は
、
記
憶
の
記
録
化
と
い
う
性
格
上
、
年
月
の
経
過
に
伴
う
記
憶
の
取
り
違
え

や
記
者
（
回
想
者
）
自
身
に
よ
る
主
観
的
記
述
・
誇
張
が
避
け
ら
れ
な
い
、
と
い
〉
フ

音

だ
が
一
方
で
、
桑
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
覚
書
は
記
者
自
身
の
実
体
験
に
基

づ
い
て
記
述
さ
れ
、
具
体
的
か
つ
良
質
な
情
報
を
持
つ
記
事
が
数
多
く
含
ま
れ
る
と

い
う
の
も
、
ま
た
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
花
畑
組
の
実
態
、
秀
忠
に

よ
る
鷹
場
支
配
権
、
鷹
の
献
上
な
ど
に
関
し
、
多
少
な
り
と
も
具
体
的
な
説
明
を
加

え
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
い
ず
れ
も
、
既
知
の
史
料
に
は
表
れ
づ
ら
く
、
覚
書
な
ら

で
は
の
情
報
と
考
え
て
い
る
。
覚
書
史
料
中
の
具
体
的
描
写
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
従
来
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
空
隙
を
埋
め
、
新
た
な
歴
史
像
を
描
く
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
筆
者
は
改
め
て
覚
書
史
料
の
活
用
を
主
張
し
た
い
泊
。
個
々
の
覚
書
を

有
効
に
活
用
す
る
た
め
に
は
、
記
者
の
検
討
や
編
纂
過
程
の
分
析
と
と
も
に
、
同
時

代
的
な
一
次
史
料
の
扱
い
以
上
に
厳
密
な
テ
キ
ス
ト
評
価
・
批
判
を
行
う
態
度
が
不

可
欠
で
、
記
者
の
記
憶
の
取
り
違
え
や
主
観
的
記
述
を
選
別
す
る
作
業
が
必
要
と
な

る
。
し
か
し
、
十
七
世
紀
の
歴
史
研
究
は
諸
分
野
に
お
い
て
す
で
に
厚
い
蓄
積
が
あ

る
。
こ
う
し
た
研
究
蓄
積
の
下
で
、
良
質
な
テ
キ
ス
ト
を
選
別
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
り
、
覚
書
史
料
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に
必
要
な
環
境
は
十
分
に
整
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
こ
う
し
た
覚
書
史
料
の
活
用
に
向
け
た
試
論
で
あ
る
こ
と
も
意
識
し
た
。

十
七
世
紀
は
、
人
々
の
記
憶
を
記
録
化
す
る
気
運
が
一
気
に
高
ま
っ
た
時
代
で
あ
る
。

そ
の
時
代
的
産
物
で
あ
る
覚
書
史
料
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
豊
か
な
十
七
世
紀
の
歴
史
像
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
近
世
初
期

の
鷹
狩
の
実
態
分
析
に
お
い
て
も
、
覚
書
史
料
の
利
用
は
有
効
と
思
わ
れ
る
。

今
後
、
一
連
の
「
小
説
」
の
分
析
作
業
と
あ
わ
せ
て
、
「
覚
書
史
料
論
」
の
構
築
に

向
け
た
積
極
的
な
検
討
を
重
ね
、
手
法
を
磨
い
て
い
き
た
い
。
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受
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註

『
内
閣
文
庫
蔵
書
印
譜
』
（
一
九
六
九
年
、
内
閣
文
庫
）
、
七
四
頁
。

2

註

1
前
掲
書
、
二

O
頁。

3

太
田
和
泉
守
（
慶
安
三
｜
享
保
十
二
）
は
講
を
好
敬
（
よ
し
ひ
ろ
）
と
い
い
、
延
宝
八
年
に
家

督
を
継
ぎ
千
七
百
六
十
石
、
元
禄
十
三
年
に
加
増
を
受
け
て
二
千
二
百
六
十
石
、
同
十
六
年
に

従
五
位
下
和
泉
守
。
書
院
番
・
使
番
・
先
弓
頭
・
大
坂
町
奉
行
な
ど
を
務
め
た
（
太
田
家
は
『
寛

永
諸
家
系
図
伝
』
で
は
「
太
田
」
、
『
寛
政
譜
』
で
は
「
大
田
」
と
あ
る
）
。

4
保
科
主
税
（
承
応
二
｜
正
徳
二
）
は
講
を
正
静
（
ま
さ
や
す
）
と
い
い
、
延
宝
三
年
に
家
督
を

継
ぎ
二
千
石
、
天
和
二
年
に
加
増
を
受
け
て
二
千
五
百
石
。
使
番
・
目
付
・
先
弓
頭
な
ど
を
務

1 
め
た
。

5
例
え
ば
、
昌
平
坂
本
・
福
田
本
は
「
御
召
被
成
」
の
よ
う
に
基
本
的
に
「
被
成
」
を
動
詞
の
下

に
置
く
が
、
水
野
本
で
は
「
被
成
御
召
」
と
表
記
す
る
。

6
福
田
敬
園
は
幕
府
味
噌
御
用
を
務
め
た
好
書
家
と
さ
れ
る
（
三
村
竹
清
『
本
之
話
』
岡
書
院
、

一
九
三

O
年
）
。
ま
た
、
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
福
田
敬
同
の
蔵
書
印
と
す
る
説
も
併
記
す
る
。

7
水
野
本
・
福
田
本
の
奥
書
に
よ
る
と
、
原
本
の
裏
表
紙
に
は
「
此
本
板
坂
卜
斎
覚
書
一
覧
可
仕

旨
、
享
保
九
年
辰
十
一
月
八
日
、
依
上
音
晶
同
役
各
書
写
之
」
と
記
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
。
な
お
、

福
田
本
に
は
、
吉
宗
の
奥
儒
者
を
務
め
た
成
島
錦
江
信
遍
の
序
文
が
付
属
す
る
が
、
水
野
本
に

は
備
わ
ら
な
い
。

8

徳
川
秀
忠
の
動
向
、
年
譜
に
つ
い
て
は
、
福
田
千
鶴
『
徳
川
秀
忠
江
が
支
え
た
二
代
目
将
軍
』

（
新
人
物
往
来
社
、
二

O
一
一
年
）
に
詳
し
い
。

9
「
前
方
の
御
小
姓
衆
」
、
す
な
わ
ち
前
任
の
小
姓
や
「
余
の
御
小
姓
衆
」
（
い
ず
れ
も
三
八
頁
下

段
）
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
、
記
者
は
小
姓
を
務
め
た
経
験
を
持
っ
と
推
測
で
き
る
。

叩
慶
長
十
八
年
の
大
久
保
長
安
死
去
時
に
お
い
て
、
尚
政
は
二
十
七
歳
、
直
清
は
二
十
三
歳
で
あ

る。

11 

『
寛
政
譜
』
や
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
は
直
重
の
出
仕
開
始
を
元
和
四
年
と
す
る
。
と
す
れ
ば
、

先
述
し
た
同
玉
年
の
福
島
正
則
改
易
時
の
笠
間
滞
在
と
の
整
合
性
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

こ
の
時
の
秀
忠
は
上
洛
中
で
あ
り
、
父
・
兄
が
供
奉
し
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
十
六
歳
の
直
重

は
供
奉
を
免
除
さ
れ
、
父
の
笠
間
城
で
留
守
居
を
務
め
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
小
池
氏
は
「
松
平
伊
賀
守
（
忠
晴
）
久
々
相
煩
申
御
訴
訟
申
候
付
、
其
跡
我
等
ニ
被

仰
付
候
」
（
三
七
頁
下
段
）
と
の
記
述
に
着
目
し
、
松
平
忠
晴
が
慶
長
十
二
年
よ
り
小
姓
、
元
和

五
年
よ
り
小
姓
組
番
頭
を
務
め
る
こ
と
か
ら
、
記
者
は
「
元
和
五
年
に
秀
忠
の
小
姓
と
な
っ
た

人
物
」
と
推
、
測
し
て
い
る
。

『
寛
政
譜
』
の
誤
記
、
あ
る
い
は
本
格
的
な
出
仕
が
元
和
五
年
以
降
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
直
重
の
出
仕
時
期
を
「
元
和
四
年
頃
」
と
見
て
お
き
た
い
。

ロ
通
常
、
書
院
番
や
小
姓
組
番
な
ど
の
番
方
は
、
組
ご
と
に
、
番
頭
｜
組
頭
l
番
士
以
下
の
ラ
イ

ン
で
組
織
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
『
元
和
寛
永
小
説
』
で
は
、
永
井
尚
政
以
下
の
「
組

頭
」
（
史
料
中
で
は
「
書
院
番
・
御
花
畑
組
頭
共
」
、
書
院
番
・
花
畑
組
の
両
組
頭
を
兼
任
）
の

配
下
に
酒
井
忠
正
以
下
の
「
番
頭
」
（
「
御
花
畑
番
頭
」
）
が
付
属
し
、
組
頭
l
番
頭
の
ラ
イ
ン
で

記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
異
同
は
小
姓
組
番
の
成
立
事
情
と
も
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、

本
稿
で
は
そ
の
ま
ま
「
花
畑
番
頭
」
と
記
載
し
た
。

『
元
和
年
録
』
に
は
、
以
下
の
記
載
が
あ
る
。

一
、
同
（
元
和
八
年
）
十
一
月
三
日
被
仰
付
候
御
役
人
、
御
小
姓
組
之
組
頭
、

て

一

井

上

主

計

頭

組

組

頭

本

多

美

濃

守

一
、
二
永
井
信
濃
守
組
組
頭
酒
井
下
総
守

一
、
三
青
山
大
蔵
少
輔
組
組
頭
秋
田
長
門
守

一
、
四
松
平
右
衛
門
大
夫
組
組
頭
太
田
采
女
王

一
、
五
板
倉
内
謄
正
組
組
頭
鳥
居
讃
岐
守

一
、
六
秋
元
但
馬
守
組
組
頭
三
浦
作
十
郎

三
三
頁
か
ら
列
挙
さ
れ
る
の
は
、
元
和
九
年
七
月
の
家
光
将
軍
宣
下
（
秀
忠
西
丸
移
徒
が
寛
永

元
年
九
月
）
以
後
の
在
職
状
況
と
考
え
ら
れ
る
が
、
右
記
と
の
比
較
か
ら
も
、
元
和
八
年
よ
り

後
の
在
職
者
と
確
認
で
き
る
。
な
お
、
秀
忠
期
は
年
寄
・
側
近
等
の
内
か
ら
任
じ
ら
れ
た
同
一

人
物
が
書
院
番
・
花
畑
組
・
小
十
人
組
の
頭
を
兼
務
し
た
。

日
『
東
武
実
録
』
寛
永
九
年
二
月
条
。
本
多
忠
相
・
酒
井
忠
正
ら
、
本
史
料
中
で
「
花
畑
番
頭
」

と
さ
れ
る
人
物
と
共
に
銀
三
百
両
を
拝
領
し
て
い
る
。

U

『
御
当
家
紀
年
録
』
寛
永
十
一
年
六
月
是
月
条
。

日
『
万
治
年
録
』
万
治
二
年
八
月
廿
七
日
条
。

時
小
池
進
「
江
戸
幕
府
直
轄
軍
団
の
形
成
」
（
同
『
江
戸
幕
府
直
轄
軍
団
の
形
成
』
吉
川
弘
文
館
、

二
O
O
一
年
、
初
出
は
一
九
九
六
年
）
三
九

1
四
四
頁
。
註
四
で
引
用
し
た
『
元
和
年
録
』
の
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記
事
な
ど
を
根
拠
と
し
て
い
る
。

汀
藤
井
譲
治
『
江
戸
幕
府
老
中
制
形
成
過
程
の
研
究
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九

O
年
）
二
七
七

i

八
六
頁
。
秀
忠
死
後
の
話
で
は
あ
る
が
、
小
姓
組
番
頭
が
「
六
人
衆
」
の
兼
務
で
あ
り
、
幕
政

に
深
く
関
わ
っ
て
老
中
等
の
幕
簡
を
輩
出
し
て
い
た
点
、
し
か
し
、
幕
政
機
構
の
再
編
に
伴
っ

て
寛
永
十
五
年
以
降
に
幕
閣
輩
出
機
能
を
失
う
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
福
留
真
紀

氏
は
、
元
来
小
姓
組
番
頭
は
将
軍
側
近
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
戦
が
想
定
さ
れ
な
く
な
っ

た
こ
と
で
一
組
織
の
長
に
変
化
し
た
と
の
見
方
を
提
示
し
て
い
る
（
同
「
近
世
前
期
小
姓
組
番

支
配
の
一
考
察
l
支
配
方
と
番
の
自
主
運
営
l
」
（
『
お
茶
の
水
史
学
』
四
五
、
二

O
O
一年。

の
ち
同
『
徳
川
将
軍
側
近
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二

O
O六
年
収
録
）
）
。

時
小
池
氏
に
よ
る
番
士
の
家
筋
の
分
析
で
は
、
小
姓
組
番
（
花
畑
組
）
は
譜
代
旗
本
子
弟
の
召
出

（
別
家
に
よ
る
取
り
立
て
）
が
多
く
、
書
院
番
と
比
べ
将
軍
に
近
い
存
在
と
さ
れ
る
（
同
「
秀

忠
大
御
所
期
の
親
衛
隊
」
註
時
前
掲
書
六
五

i
八
O
頁
、
初
出
は
一
九
九
六
年
）
。

四
元
和
・
寛
永
初
期
の
元
日
儀
礼
に
関
し
て
は
史
料
に
よ
る
復
元
が
困
難
だ
が
、
秀
忠
死
後
の
寛

永
十
年
以
後
の
状
況
を
姫
路
酒
井
本
「
江
戸
幕
府
日
記
」
で
確
認
で
き
る
。
参
考
ま
で
に
ま
と

め
る
と
、
寛
永
十
一
年
の
場
合
、
尾
紀
水
の
三
家
・
松
平
光
長
・
前
田
光
高
ら
は
黒
書
院
、
他

の
四
品
以
上
は
白
書
院
、
諸
大
夫
以
下
三
千
石
以
上
譜
代
は
大
広
間
に
て
御
礼
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
他
の
年
に
つ
い
て
は
、
一
ニ
家
以
下
も
白
書
院
と
な
っ
て
い
る
（
川
島
慶
子
氏
の
分
析
も
参

照
。
同
「
寛
永
期
に
お
け
る
幕
府
の
大
名
序
列
化
の
過
程
｜
元
日
の
拝
賀
礼
の
検
討
を
通
し
て

｜
」
（
西
村
圭
子
編
『
日
本
近
世
国
家
の
諸
相
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
）
）
。
な
お
、
二
木

謙
一
氏
が
元
和
二
年
に
つ
い
て
、
世
子
家
光
・
二
男
忠
長
が
黒
書
院
、
三
家
以
下
家
門
・
国
持

が
白
書
院
、
譜
代
・
諸
大
夫
・
布
衣
・
諸
役
人
が
大
広
間
と
分
析
し
て
い
る
が
（
同
「
江
戸
幕

府
正
月
参
賀
儀
礼
の
成
立
」
（
林
陸
朗
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
近
世
国
家
の
支
配
構
造
』
、
雄
山

閣
出
版
、
一
九
八
六
年
。
の
ち
二
木
『
武
家
儀
礼
格
式
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O三
年

収
録
）
）
、
そ
の
根
拠
と
し
た
『
元
寛
日
記
』
に
つ
い
て
、
小
宮
木
代
良
氏
が
後
世
の
作
成
で
あ

る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
同
「
近
世
武
家
政
治
社
会
形
成
期
に
お
け
る
儀
礼
に
つ
い
て
」
（
荒

野
泰
典
編
『
江
戸
幕
府
と
東
ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O三
年
。
の
ち
小
宮
『
江
戸
幕
府

の
日
記
と
儀
礼
史
料
』
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O六
年
収
録
）
）
。

初
元
和
期
に
「
奥
」
へ
の
出
入
り
を
制
限
す
る
奥
方
法
度
が
整
え
ら
れ
て
お
り
（
福
田
千
鶴
『
春

日
局
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
二

O
一
七
年
、
九
九

i
一
O
三
頁
）
、
大
御
所
に
な
っ
た
秀
忠
の
西

丸
御
殿
も
同
様
に
制
限
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
本
史
料
に
女
性
が
一
切
登
場
し

な
い
の
も
、
直
重
が
こ
の
「
奥
」
に
は
関
知
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

幻
江
戸
時
代
の
武
家
屋
敷
の
御
殿
構
造
を
表
向
／
奥
向
に
区
分
し
、
さ
ら
に
奥
向
を
表
方
／
奥
方

に
分
類
す
る
概
念
的
な
把
握
に
つ
い
て
は
、
福
田
千
鶴
『
近
世
武
家
社
会
の
奥
向
構
造
』
序
章

（
校
倉
書
房
、
二

O
一
八
年
）
を
参
照
し
た
。

m
深
井
雅
海
『
図
解
・
江
戸
城
を
よ
む
』
（
原
書
房
、
一
九
九
七
年
）
、
同
『
江
戸
城

l
本
丸
御
殿

と
幕
府
政
治
』
（
中
央
公
論
新
社
、
二

O
O八
年
）
o

m
根
崎
光
男
「
幕
府
鷹
場
の
存
在
形
態
と
そ
の
支
配
構
造
」
（
法
政
大
学
人
間
環
境
学
会
「
人
間

環
境
論
集
」
第
三
巻
一
号
、
二

O
O三
年
。
の
ち
同
『
江
戸
幕
府
放
鷹
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘

文
館
、
二

O
O八
年
収
録
）
。

M

寛
永
五
年
十
月
に
江
戸
近
郊
の
五
十
四
村
を
対
象
に
触
れ
出
さ
れ
、
黒
印
札
不
所
持
者
に
よ
る

鷹
使
用
の
禁
止
な
ど
を
命
じ
た
。
『
東
武
実
録
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
を
引
用
し
て
お
く
。

村
の
名

一
、
御
鷹
御
意
に
で
っ
か
ひ
候
者
は
、
此
御
判
（
御
黒
印
）
木
札
に
て
可
有
之
候
之
問
、

能
々
あ
ら
た
め
御
判
無
相
違
者
に
は
つ
か
ハ
せ
可
申
事
、

一
、
上
下
の
と
を
り
鷹
ハ
、
御
鷹
場
之
内
は
か
り
、
宿
次
に
相
送
へ
き
事
、

一
、
御
判
な
く
し
て
つ
か
ひ
候
は
、
鷹
師
と
も
に
と
め
置
、
早
々
可
申
上
事
、

一
、
御
判
な
く
し
て
鷹
っ
か
ひ
候
を
見
出
候
者
に
は
御
褒
美
可
被
下
、
も
し
見
の
か
し
候
ハ
＼

其
も
の
曲
事
に
可
被
仰
付
事
、

一
、
在
々
所
々
に
あ
や
し
き
も
の
一
切
を
く
へ
か
ら
さ
る
事
、

右
此
旨
を
あ
ひ
守
へ
き
者
也

寛
永
五
年
十
月
廿
八
日

お
北
島
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）
、
大
石
学
「
享
保
期
に
お

け
る
鷹
場
制
度
の
再
編
・
強
化
と
そ
の
意
義
」
（
『
史
海
』
二
三
・
二
四
合
併
号
、
一
九
七
七
年
。

の
ち
同
『
享
保
改
革
の
地
域
政
策
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
収
録
）
、
根
崎
「
江
戸
幕
府
鷹

場
制
度
の
成
立
過
程
」
（
『
幕
藩
制
社
会
の
展
開
と
関
東
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
。
の
ち

註
お
前
掲
書
収
録
）
・
同
註
お
前
掲
論
文
、
蛭
田
晶
子
「
寛
永
五
年
「
鷹
場
令
」
考
」
（
『
日
本

歴
史
』
七
三
九
号
、
二

O
O九
年
）
な
ど
。
蛭
田
論
文
が
研
究
史
を
ま
と
め
て
い
る
。

お
鷹
狩
の
獲
物
と
な
る
鳥
類
に
は
明
確
な
序
列
が
あ
っ
た
。
根
崎
氏
は
、
将
軍
か
ら
下
賜
さ
れ
た
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鷹
場
に
お
い
て
大
名
が
捕
獲
で
き
る
烏
は
、
拝
領
し
た
鷹
の
種
類
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た

と
す
る
。
例
え
ば
、
雁
捉
の
鷹
を
拝
領
し
た
場
合
は
、
鶴
・
白
鳥
を
除
く
、
雁
・
鴫
・
鶏
・
雄
・

雲
雀
等
を
捕
獲
で
き
、
鶴
を
捕
獲
す
る
た
め
に
は
鶴
捉
の
鷹
を
拝
領
す
る
か
、
特
別
な
許
可
が

必
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
雲
雀
の
狩
場
」
の
よ
う
に
、
鷹
場
ご
と
に
制
限
さ
れ
る
事
例
も
紹
介

す
る
（
根
崎
「
鷹
場
の
下
賜
を
め
ぐ
る
将
軍
と
大
名
」
註
お
前
掲
書
、
二
二

i
六
頁
）
。

幻
大
友
一
雄
「
鷹
を
め
ぐ
る
贈
答
儀
礼
の
構
造
｜
将
軍
（
徳
川
）
権
威
の
一
側
面
｜
」
（
『
国
史
学
』

一
四
八
号
、
一
九
九
二
年
。
の
ち
同
『
日
本
近
世
国
家
の
権
威
と
儀
礼
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九

九
九
年
収
録
）
、
同
「
近
世
の
御
振
舞
い
の
構
造
と
『
御
鷹
之
鳥
』
観
念
」
（
『
史
料
館
研
究
紀
要
』

二
六
号
、
一
九
九
五
年
。
の
ち
同
書
収
録
）
、
岡
崎
寛
徳
「
享
保
期
に
お
け
る
鷹
献
上
と
幕
藩
関

係
｜
津
軽
家
を
中
心
に
」
（
『
日
本
歴
史
』
六
一
一
一
号
、
二

0
0
0年
。
の
ち
同
『
近
世
武
家
社

会
の
儀
礼
と
交
際
』
校
倉
書
房
、
二

O
O六
年
収
録
）
、
根
崎
註
お
前
掲
論
文
。

お
長
谷
川
成
一
「
鷹
を
め
ぐ
る
北
の
大
名
論
」
（
同
『
近
世
国
家
と
東
北
大
名
』
吉
川
弘
文
館
一

九
九
八
年
）
、
菊
池
勇
夫
「
鷹
儀
礼
に
み
る
松
前
藩
の
位
置
」
（
地
方
史
研
究
協
議
会
『
蝦
夷
地
・

北
海
道
｜
歴
史
と
生
活
｜
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
一
年
。
の
ち
菊
池
『
幕
藩
体
制
と
蝦
夷
地
』

雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
四
年
収
録
）
。

mm

『
寛
政
譜
』
で
も
、
松
前
公
慶
が
寛
永
七
年
十
一
月
に
「
純
白
の
黄
鷹
」
を
献
上
し
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
同
月
に
秀
忠
は
東
金
に
出
猟
し
て
お
り
、
死
の
前
々
年
で
は
あ
る
が
、
本
史
料

中
の
記
載
（
二
二
頁
上
段
）
に
合
致
す
る
。

ω
土
佐
山
内
家
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
内
書
は
寛
永
六

i
十
三
年
頃
か
ら
三
季
の
返
礼
に
限
定
し
て

発
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
る
（
大
野
充
彦
「
江
戸
幕
府
発
給
文
書
に
つ
い
て
」
（
高
知
県

教
育
委
員
会
『
土
佐
藩
主
山
内
家
歴
史
資
料
目
録
』
、
一
九
九
一
年
）
）
。
以
後
、
三
季
以
外
の
献

上
で
は
、
献
上
品
を
披
露
し
た
旨
を
述
べ
る
老
中
奉
書
の
み
の
発
給
と
な
っ
た
。

出
桑
田
忠
親
『
大
名
と
御
伽
衆
』
（
青
磁
社
、
一
九
四
二
年
）
一
七
一

1
九
二
頁
。
覚
書
と
聞
書

と
は
互
い
に
混
交
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
を
加
味
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
が
、
本

稿
で
い
う
「
覚
書
」
は
、
桑
田
氏
の
述
べ
る
覚
書
・
問
書
双
方
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

閉
山
近
年
で
は
畑
山
周
平
氏
が
、
島
津
家
臣
の
覚
書
『
長
谷
場
越
前
自
記
』
に
つ
い
て
諸
伝
本
の
比

較
作
業
か
ら
そ
の
系
統
や
編
纂
過
程
を
検
討
し
て
お
り
、
中
近
世
移
行
期
の
島
津
史
研
究
に
お

け
る
覚
書
等
の
編
纂
史
料
の
活
用
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
同
「
島
津
史
関
係
史
料
研
究
の
課

題
｜
近
世
初
期
成
立
の
覚
書
に
つ
い
て
！
」
（
黒
嶋
敏
・
屋
良
健
一
郎
編
『
琉
球
史
料
学
の
船
出

ー
い
ま
、
歴
史
情
報
の
海
へ
』
勉
誠
出
版
、
二

O
一
七
年
）
）
。
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史
料
翻
刻

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
の
昌
平
坂
本
『
元
和
寛
永
小
説
』
（
一
五

O
函

一
O
四
号
）
を
底
本
に
し
た
。

※
凡
例

付
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
。

口
変
体
仮
名
は
原
則
と
し
て
平
仮
名
に
改
め
た
。
た
だ
し
、
助
詞
に
用
い
ら

れ
て
い
る
江
（
え
）
、
而
（
て
）
、
之
（
の
）
等
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

繰
り
返
し
の
記
号
は
、
「
々
」
（
漢
字
）
、
ご
」
（
平
仮
名
）
、
「
＼
」
（
片
仮

名
）
、
「
ft・
－
＼
」
（
二
字
以
上
）
と
し
た
。

関
宇
は
一
字
空
き
、
平
出
は
二
字
空
き
と
す
る
が
、
い
ず
れ
も
原
史
料
の

記
述
の
通
り
と
し
た
。

判
別
不
能
な
文
字
は
口
で
表
し
た
。

人
名
に
つ
い
て
は
可
能
な
限
り
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
等
に
よ
り
補
訂
を

行
い
、
初
出
時
に
（
）
で
傍
注
を
付
し
た
。
ま
た
、
地
名
等
の
宛
字
・

慣
用
字
は
原
本
の
ま
ま
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
（
）
で
傍
注
を
付
し
た
。

日四岡 田
表

圏紙元
和
寛
永
小
説

全

Lー『

元
和
寛
永
小
説

一
、
節
分
之
夜
、
位
打
時
点
施
賢
勤
、
ム
開
銀
際
様
御
代
に
正
月
の
か
さ
り
松
ち

い
さ
く
共
、
本
木
を
切
不
申
枝
ニ
て
か
さ
り
致
し
候
得
由
、
御
法
度
被
仰

出
侯
、

一
、
元
日
、
御
一
同
様
ニ
ハ
御
盃
被
下
、
則
台
に
て
呉
服
一
重
被
下
候
、
御
譜

代
衆
諸
大
夫
ハ
広
蓋
ニ
而
呉
服
被
下
候
、
惣
番
御
礼
不
残
御
流
被
下
候
、
其

内
表
ニ
被
為
成
御
座
候
、
諸
大
名
に
呉
服
被
下
候
、
三
千
石
以
上
ハ
太
刀
折

紙
に
て
御
座
候
、
其
刻
惣
番
御
流
被
下
候
、
其
過
迄
表
ニ
被
為
成
御
座
候
、

一
、
二
日
、
諸
大
名
御
礼
御
座
候
、
大
大
名
に
ハ
引
渡
御
盃
被
下
、
台
ニ
て
呉

服
拝
領
、
其
晩
御
謡
初
ニ
市
御
座
候
、
色
々
御
作
法
御
座
侯
、

一
、
三
日
、
少
人
の
御
礼
ニ
て
御
座
候
、

一
、
六
日
、
出
家
・
社
人
御
礼
ニ
而
、
不
残
一
束
一
本
一
人
f
t
l
に
披
露
ニ
て

御
座
候
、

一
、
十
五
日
、
町
人
御
礼
申
上
候
、
是
ハ
両
町
奉
行
両
脇
ニ
一
人
／
1
1
披
露
ニ

て
候
、
町
人
之
御
礼
申
上
候
迄
ハ
被
為
立
礼
御
請
被
成
侯
、

一
、
廿
日
、
御
具
足
餅
井
御
連
歌
之
間
へ
被
為
成
、
少
之
間
被
為
成
御
座
候
、

一
、
御
嘉
祥
、
大
大
名
御
縁
側
に
て
御
相
伴
、
則
退
出
、
御
嘉
祥
過
候
迄
表
に

被
為
成
御
座
候
、

一
、
八
朔
、
三
千
石
以
上
ハ
皆
一
人
／
＼
ニ
直
に
御
礼
御
座
候
、

一
、
御
玄
猪
、
餅
皆
直
に
御
手
よ
り
不
残
被
下
候
、
朔
日
・
十
五
日
五
ツ
に

御
礼
初
候
、
致
登
城
候
者
少
も
御
目
見
待
侯
事
無
御
座
候
、
参
勤
之
御
礼

も
少
も
其
者
待
候
事
無
御
座
候
、
惣
市
被
為
成
候
刻
、
御
供
之
衆
待
候
事
無

御
座
候
、
被
仰
出
侯
刻
限
相
定
被
為
成
候
、
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一
、
六
半
時
に
御
ひ
ん
な
り
、
五
ツ
ニ
御
膳
上
り
、
夫
よ
り
奥
江
御
は
い
り
被

成
、
五
半
頃
過
に
御
帳
付
、
御
年
寄
衆
井
惣
様
御
奉
公
人
御
帳
ニ
付
申
候
、

一
度
も
二
度
も
其
内
御
帳
付
之
年
寄
衆
出
申
候
を
御
覧
被
成
、
表
へ
御
出
、

年
寄
衆
被
為
召
御
用
被
仰
付
候
、
其
時
分
年
寄
衆
酒
井
雅
楽
頭
・

本
名
品
開
介
・
士
長
ハ
埼
偽
賢
・
安
藤
堵
一
品
守
召
御
用
被
仰
付
、
其
後
表
江

被

為

成

御

咽

御

座

候

、

其

衆

二

三

十

人

も

御

座

侯

内

、

頭

一
（
一
正
王
監
戸
需
・
幸
重
守
隔
番
ニ
て
登
城
、
需
産
・
最
章
、

禅
に
て
仔
日
寵
京
・
常
一
色
l
J
帝
其
外
大
勢
御
座
候
、
何
れ
も
か
く
番
ニ
て
登

城
、
其
時
分
表
に
被
為
成
、
議
々
御
哨
御
座
候
、
時
に
よ
り
御
附
染
申
候

時
は
、
一
時
も
御
座
候
、
御
用
御
座
候
時
分
少
之
間
御
座
候
、
定
而
御
振
舞

被
下
候
、

一
、
其
過
候
て
右
四
人
之
年
寄
衆
被
為
召
、
惣
召
之
衆
御
座
候
、
其
衆

、た
h
T
九
伊
佐
対
会
〈
・
間
附
制
慌
恥
守
・
高
庁
馬
海
守
・
松
一
怜
九
衛
庁
岬
人
士
人
・

板
倉
暗
臨
E
・4
W
定
一
保
田
明
ヰ
リ
・
来
樹
氏
関
品
衛
・
嶋
町
同
時
均
衡
・
民
信
号
且
者
一
助
被

為
召
、
惣
召
ニ
て
御
座
候
、
其
時
国
大
名
方
々
広
大
名
衆
β
上
り
候
進
物
、

右
近
大
夫
披
露
ニ
て
候
、
其
刻
不
何
寄
御
菓
子
上
り
侯
を
則
皆
に
御
前
ニ

て
被
下
候
、

一
、
其
間
々
に
御
花
畠
迄
切
々
御
出
被
遊
侯
、
脇
町
惇
御
目
見
ニ
て
御
座
侯
、
銘
々

に
御
志
次
第
ニ
大
勢
之
中
に
て
銘
々
御
言
葉
被
為
掛
侯
、

一
、
彼
是
之
内
八
ツ
成
侯
、
其
時
御
膳
ニ
て
御
座
侯
、
御
膳
上
り
候
刻
、
軽
キ
衆
広

上
り
候
進
物
、
臨
野
忠
一
野
・
lB詰
現
・
融
関
苧
・
～
一
協
瀬
事
御
前
へ
出
披
露
ニ
て
候
、

一
、
御
膳
上
り
、
夫
、
5
暮
六
ツ
過
迄
表
へ
御
出
不
被
成
、
皆
御
休
侯
た
め
ニ
て

候、
一
、
暮
六
ッ
打
候
て
表
へ
被
為
成
侯
、
其
時
監
物
・
主
計
頭
・
周
防
守
・
信

濃
守
御
目
見
出
、
軽
き
衆
広
上
り
候
進
物
披
露
ニ
て
侯
、
其
後
御
鷹
匠
衆

被
為
召
御
鷹
附
ニ
て
侯
、
其
時
弘
勝
問
解
・
れ
勲
一
野
砕
僻
丹
・

降
静
和
争
僻
丹
－

R
晶
史
研
召
、
御
附
ニ
て
侯
、
其
後
妻
町
障
協
守
・

地
九
四
楳
僻
惇
・
た
監
一
躍
蹄
・
袋
一
宮
一
弓
除
・
民
藤
有
E

広
・
榛
陣
甚
’
F
僻
丹
被

為
召
之
、
昔
有
之
御
唱
に
て
候
、
毎
晩
御
相
伴
ニ
て
御
料
理
被
下
候
、
其

後
阿
部
備
中
守
・
法
大
路
親
滑
っ
）
了
、
加
信
盟
問
－
b
河
村
長
樺
被
召
御
哨
ニ
市
御
夜
詰
四
ツ

ニ
過
申
侯
、
夏
は
五
ツ
切
ニ
て
御
夜
詰
過
申
候
、
阿
部
備
中
守
・
道
三
・
永

喜
・
安
栖
斗
御
附
出
申
候
、

惣
市
御
鷹
上
り
候
時
、
弟
鷹
ハ
伊
織
又
ハ
御
手
鷹
匠
衆
出
据
、
不
残
御
覧

被
成
候
、
組
問
ハ
御
小
姓
衆
其
外
我
等
共
迄
も
据
罷
出
候
、
其
内
ニ
て
入
御
意

網
懸
鶴
一
居
御
留
、
其
外
ハ
皆
上
り
申
侯
方
へ
御
返
被
成
候
、
右
近
笠
閉
店

参
候
鷹
多
候
へ
共
、
一
も
不
残
皆
々
打
次
第
度
々
ニ
上
ケ
申
候
、
右
近
代
ニ

蒼
鷹
二
居
上
申
候
、
一
居
ハ
笠
間
、
一
居
ハ
最
上
ニ
て
御
座
候
を
上
ケ
申
候
、

笠
間
ニ
て
打
候
蒼
鷹
鷹
匠
廿
日
程
碍
僻
兼
申
候
、
こ
た
わ
り
合
候
に
よ
り
不

取
候
と
見
へ
申
ニ
付
、
我
等
に
翁
申
侯
へ
よ
し
申
ニ
付
、
我
等
家
来
角
右
衛

門
小
鳥
網
ニ
て
烏
を
追
候
得
ハ
殊
外
寄
鶏
多
侯
由
申
侯
之
問
、
其
所
へ
参
見

申
候
へ
ハ
鶏
四
五
十
も
一
度
ニ
立
申
候
、
其
中
へ
翁
申
候
問
、
何
之
様
子
も

な
く
取
申
候
、
其
後
最
上
広
上
り
申
候
蒼
鷹
道
に
て
我
等
ニ
取
飼
申
候
、
其

蒼
鷹
我
等
ニ
据
罷
出
候
へ
由
右
近
申
ニ
付
、
我
等
据
罷
出
、
則
御
目
見
仕
侯
、

山
鳩
弟
鷹
最
上
ニ
て
一
居
打
申
候
、
是
も
上
り
申
候
へ
共
、
夫
は
則
右
近
拝

、、，ノハU
1
i

ハU

3
1
 

〆，
s
t

、、



領
仕
候
、

一
、
松
前
よ
り
替
り
候
弟
鷹
上
り
申
候
、
白
鷹
上
り
申
候
、
直
之
御
書
松
前

ニ
被
下
侯
処
其
御
書
偉
相
候
問
、
御
満
足
被
成
候
由
書
直
し
可
申
由
御
祐
筆

衆
ニ
被
仰
付
、
御
直
之
御
書
松
前
ニ
被
下
候
、

て
御
他
界
之
前
年
、
島
根
江
被
為
成
、
其
時
白
鷹
片
鳥
屋
に
て
御
座
候
、
御

馬
附
ニ
て
青
鷺
を
取
申
侯
、
則
震
に
可
被
成
候
得
共
片
鳥
屋
に
侯
問
、
来
年

唐
根
江
被
為
成
、
震
に
可
被
成
御
意
被
成
、
肉
を
御
上
ケ
被
成
候
、
次

年
御
煩
ニ
て
唐
根
へ
も
御
出
不
被
為
成
候
而
、
長
右
衛
門
ニ
参
唐
根
ニ
て
震

を
取
飼
可
申
由
被
仰
付
、
唐
根
へ
長
右
衛
門
参
、
脇
ま
て
取
せ
罷
帰
御

目
見
へ
仕
候
、
長
右
衛
門
ニ
は
大
形
覚
候
ハ
金
一
枚
・
呉
服
一
重
被
下
候
様

ニ
覚
申
候
、
白
鷹
据
候
御
鷹
匠
林
山
初
旬
品
衛
へ
金
子
一
枚
被
下
候
様
ニ
覚
申
候
、

一
、
情
話
之
時
分
白
鷹
上
り
、
震
に
信
長
御
翁
候
処
ニ
、
議
を
追
寄
震
ハ
取

不
申
候
へ
共
議
取
候
由
、
信
長
秘
蔵
之
由
に
候
、
台
徳
院
様
へ
上
り
侯
白

鷹
ハ
震
も
脇
迄
致
候
由
御
物
語
ニ
て
、
御
機
嫌
能
御
座
候
、
正
月
十
六
日
之

朝
長
右
衛
門
罷
帰
候
、
右
之
御
褒
美
ニ
て
御
座
候
、
正
月
廿
四
日
ニ
御
他
界

ニ
て
御
座
候
、

一
、
白
鷹
、
信
長
之
時
分
も
被
相
果
侯
刻
白
鷹
出
申
侯
故
、
丸
山
隣
同
町
様
御
時
代

に
白
鷹
出
申
候
へ
と
も
上
申
間
敷
由
ニ
て
白
鷹
上
り
不
申
候
、
白
鷹
御
他

界
以
後
忍
ニ
て
放
申
、
白
鷹
ニ
相
添
兄
鷹
之
白
鷹
相
添
、
白
鷹
二
居
に
て
惣

の
廻
り
を
飛
あ
る
き
申
由
承
候
、
九
品
中
山
？
怠
僻
丹
御
鷹
御
秘
蔵
之
問
、
是
を

放
申
候
処
、
た
〉
ゐ
き
っ
き
鷹
ニ
て
御
座
侯
か
、
は
な
し
候
ヘ
ハ
、
半
左
衛

門
後
へ
斗
取
付
申
、
漸
木
の
う
ら
へ
上
を
隠
逃
申
候
由
、
半
左
衛
門
物
語
ニ

て
承
候
、
半
左
衛
門
も
泊
を
流
候
由
半
左
衛
門
直
に
申
候
を
承
候
、
右
之
半

左
衛
門
鷹
ハ
朝
鮮
人
参
候
時
分
大
猷
院
様
へ
鷹
五
十
居
朝
鮮
人
上
申
候
、

不
残
台
徳
院
様
江
御
上
被
成
候
、
半
左
衛
門
鷹
斗
御
目
利
ニ
て
御
留
置
、

残
ハ
皆
大
猷
院
様
へ
御
返
し
被
成
候
、
其
鷹
ニ
而
御
座
候
、

片
鳥
屋
之
御
鷹
と
も
鳥
屋
出
に
皆
御
覧
被
成
御
目
利
ニ
而
、
久
助
・
新
右

衛
門
被
仰
付
吉
良
へ
被
遣
、
議
に
取
飼
候
様
ニ
被
仰
付
候
、
少
も
御
目

利
違
不
申
候
、
皆
御
手
鷹
ニ
罷
成
候
、
残
の
片
鳥
屋
伊
織
被
仰
付
下
妻
へ

被
遣
、
震
に
取
飼
侯
様
ニ
伊
織
ニ
被
仰
付
候
、
御
目
利
之
外
伊
織
つ
れ
参

候
鷹
に
蕎
取
候
鷹
ハ
大
形
無
之
、
一
ツ
ニ
ツ
其
内
ニ
て
取
候
鷹
も
御
座
候
へ

共
、
御
手
鷹
に
成
侯
ハ
一
居
も
出
来
不
申
候
、
毎
年
其
通
ニ
候
、

一
、
御
鷹
野
ニ
被
為
成
候
前
方
、
5
方
々
其
筋
へ
長
右
衛
門
鳥
見
ニ
被
遣
、
震

之
し
ろ
御
聞
被
成
、
其
震
の
し
ろ
ほ
と
御
鷹
の
肉
乞
御
当
被
成
候
、
其
肉
ハ

皆
御
直
ニ
御
餌
積
被
成
被
仰
付
侯
、
被
為
成
候
御
鷹
場

ぞ
点
が
い
い
か
加
い
り
仇

B
F

西
弘
氏

六

郷

板

橋

池

上

柳

原

右
八
ケ
所
ニ
て
御
座
候
、
夜
の
八
半
頃
ニ
被
為
成
候
、
霧
を
第
一
に
被
成
、

雁
・
鴨
に
ハ
御
構
不
被
成
候
、
八
所
の
御
弁
当
場
も
定
り
夫
ゆ
へ
直
御
台
所

を
以
当
番
の
御
小
姓
衆
参
候
、
九
ツ
半
時
分
ニ
御
昼
成
、
八
ツ
ニ
被
為
成

成
候
時
は
、
八
ツ
に
俺
仇

μ
ピ
ト
申
候
、
程
遠
候

パ

υハU
Z
D
 

／’E
、、寸

l
l
J

候
、
又
八
半
頃
に
被
為

故
如
此
候
、

（
隅
田
川
）

一
、
柳
原
へ
白
鷹
あ
そ
は
し
ニ
御
成
被
成
候
、
其
時
角
田
川
に
て
御
弁
当
上
り

申
候
、
其
時
分
海
へ
被
為
成
、
白
鳥
被
遊
候
、



一
、
初
菱
喰
参
候
時
分
、
御
鉄
畑
被
遊
ニ
海
へ
被
為
成
候
、

一
、
大
猷
院
様
へ
震
の
無
之
場
を
御
鷹
場
ニ
被
遣
、
霧
ハ
御
免
不
被
成
候
、

一
、
隣
叫
様
へ
被
進
候
御
鷹
場
h

民
間
い
筋
ニ
而
御
座
候
、
露
間
ハ
御
免
不
被
成
候
、

我
等
御
供
ニ
参
見
申
候
、

一
、
右
之
白
鷹
（
司
）
ニ
て
替
申
候
弟
鷹
何
と
申
鷹
ニ
て
候
哉
と

土
昌
持
駒
楳
侠
伴
・
時
一
袋
持
鳥
屋
出
に
見
せ
候
へ
よ
し
被
仰
置
、
御
上

洛
に
て
御
座
侯
、
其
内
両
人
ニ
長
右
衛
門
見
せ
申
候
、
吉
田
太
郎
右
衛
門
斑

鷹
ニ
て
久
鷹
と
申
鷹
之
由
申
候
、
岡
本
宮
内
ハ
終
に
見
不
申
替
り
た
る
鷹
ニ

而
御
座
候
、
昔
よ
り
替
た
る
鷹
ニ
名
ハ
無
御
座
侯
、
替
た
る
見
事
成
御
鷹
之

由
申
候
、
両
人
一
度
ニ
長
右
衛
門
・
れ
勲
忠
怠
僻
丹
所
ニ
て
見
せ
申
候
処
ニ

両
人
て
ん
で
に
御
座
候
、
宮
内
、
太
一
静
鮫
昨
申
し
候
ハ
、
斑
鷹
・
久
鷹
ニ

て
ハ
無
之
候
、
久
鷹
と
ハ
久
し
き
鷹
と
書
申
候
、
山
鶏
の
殊
外
古
鷹
を
申
候
、

其
外
古
帰
と
申
候
、
久
鷹
ニ
て
ハ
無
之
由
宮
内
申
候
、
其
時
宮
内
ハ
不
及
申

那
須
衆
も
同
道
い
た
し
見
申
候
、
宮
内
申
違
候
ハ
＼
何
も
命
を
捨
申
様
ニ
存

申
侯
付
、
太
左
衛
門
つ
ま
り
申
、
其
時
忠
左
衛
門
申
侯
ハ
、
宮
内
申
分
ハ
其

通
ニ
可
申
上
候
、
た
一
相
官
偽
昨
申
分
ハ
其
通
可
申
上
候
、
不
入
口
論
之
由
相
済

申
候
、

一
、
台
徳
院
様
、
長
右
衛
門
・
久
助
・
新
右
衛
門
ニ
被
成
御
意
候
は
、
吉
田

太
左
衛
門
・
岡
本
宮
内
ニ
替
鷹
共
見
せ
候
へ
ハ
二
人
か
別
々
ニ
斗
申
、
一
所

ニ
可
有
儀
被
思
召
候
、
定
市
両
人
之
内
一
人
利
ニ
叶
候
か
可
在
之
候
問
、

皆
江
尋
可
申
由
被
成
御
意
候
、
併
た
か
い
ニ
秘
書
ニ
可
致
候
問
、
早
速
ハ

申
間
敷
候
、
先
無
用
ニ
可
致
候
由
御
意
被
成
、
見
せ
申
共
両
人
可
致
に
見
せ

候
事
無
用
之
由
被
成
御
意
候
ハ
、
深
き
御
思
案
ニ
市
御
座
候
か
と
存
候
、

一
、
国
大
名
・
諸
大
名
参
勤
之
御
目
見
御
座
候
、
国
大
名
ニ
て
も
上
使
ニ
て

も
無
御
座
候
、
則
其
進
物
上
り
御
目
見
ニ
市
御
座
候
、

一
、
御
暇
被
下
候
時
も
上
使
ニ
て
ハ
無
御
座
、
則
御
次
ニ
被
下
物
と
も
な
ら

へ
拝
領
、
御
暇
に
て
候
、

一
、
融
制
時
J
）
浦
町
頼
伊
国
御
暇
被
進
侯
刻
ハ
、
御
相
伴
ニ
市
御
座
候
、
一
寄
も
寄

を
切
不
申
候
、
御
秘
蔵
之
御
鷹
両
人
へ
被
下
候
、

一
、
監
説
符
へ
ハ
雁
取
候
逸
物
御
存
知
被
成
候
を
被
下
候
、
其
外
へ
ハ
被
下

候
御
鷹
之
覚
ハ
無
御
座
候
、

一
、
御
能
、
諸
大
名
御
暇
之
前
被
仰
付
候
、
亦
参
府
之
衆
之
御
能
御
座
候
、

両
度
ニ
て
も
惣
而
御
能
は
六
ツ
に
初
申
候
、

一
、
公
家
衆
御
馳
走
之
時
御
能
御
座
候
、
只
今
と
ハ
違
御
能
組
色
々
御
座
候
、

唯
今
ハ
五
番
ニ
て
候
、
其
時
分
は
七
番
御
座
候
、
公
家
衆
御
馳
走
之
時
分
御

相
伴
ニ
て
御
座
候
、

一
、
御
口
切
に
国
大
名
ハ
不
及
申
、
大
名
衆
へ
も
御
数
寄
屋
ニ
て
御
手
前
ニ
市

御
茶
被
下
侯
、
明
ケ
六
時
分
ニ
て
御
座
候
、

一
、
紅
葉
山
江
正
月
・
四
月
行
列
、
其
外
之
月
ハ
行
列
ニ
而
無
御
座
候
、
毎
月

明
ケ
六
ツ
ニ
御
社
参
被
成
候
、
御
名
代
と
申
事
ハ
一
度
も
無
御
座
侯
、

一
、
毎
月
十
七
日
、
碁
・
将
棋
御
座
侯
、
其
時
右
之
御
附
之
衆
何
も
御
目
見

ニ
て
御
座
候
、
碁
・
将
棋
致
見
物
侯
へ
由
御
意
被
成
候
、
皆
々
致
見
物
退

出
ニ
市
御
座
候
、

一
、
大
形
毎
月
十
七
日
、
論
議
御
座
候
、
論
議
無
之
時
ハ
浄
土
之
法
問
・
禅
宗
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之
法
問
御
座
候
、

一
、
十
六
日
六
ツ
時
分
L
b
御
精
進
ニ
て
、
御
腰
物
も
替
、
諸
道
具
御
膳
迄
も
替

り
申
候
、
毎
月
其
通
に
候
、

一
、
寄
合
場
へ
出
候
者
、
酒
井
雅
楽
頭
・
本
多
上
野
・
土
井
大
炊
・
安
藤
対
馬
・

永
井
右
近
大
夫
・
松
平
右
衛
門
大
夫
・
板
倉
内
膳
・
秋
元
但
馬
・
伊
丹
喜
之

助
・
嶋
田
次
兵
衛
・
米
津
勘
兵
衛
、
並
水
野
監
物
・
井
上
主
計
・
板
倉
周
防
・

永
井
信
濃
、
京
・
大
坂

B
公
事
上
り
申
候
、
愛
許
ニ
而
御
捌
被
成
候
は
上
方

L’

n
公
事
集
可
申
侯
問
、
皆
御
返
し
可
然
由
、
何
も
へ
寄
合
之
場
ニ
市
右
近
申

候
、
尤
之
由
ニ
て
皆
返
し
申
候
、
右
四
人
之
衆
御
夜
詰
ニ
出
其
日
之
公
事
之

目
録
を
以
披
露
申
候
、
右
四
人
之
内
一
人
ハ
御
城
ニ
詰
申
、
右
三
人
之
衆

目
録
を
以
被
露
ニ
て
候
、
其
次
ニ
寄
合
へ
出
候
者
不
残
御
召
、
余
之
年
寄
衆

へ
少
も
御
構
不
被
成
、
両
町
奉
行
ニ
公
事
之
様
子
被
成
御
聞
、
則
其
寄
合
之

公
事
両
町
奉
行
御
直
ニ
被
仰
付
之
候
、

一
、
盗
人
之
御
穿
撃
強
常
々
被
仰
付
、
或
火
あ
ふ
り
・
張
付
、
す
り
ハ
十
の

指
を
も
き
辻
々
に
さ
ら
さ
れ
申
候
、
盗
人
ハ
絶
不
申
物
候
問
、
不
油
断
致
穿

さ
く
候
へ
由
両
町
奉
行
ニ
被
仰
付
候
、
鼠
と
同
前
ニ
て
不
絶
物
之
由
被
成

御
意
候
、
大
炊
頭
申
侯
ハ
御
普
請
之
時
分
大
手
ニ
猫
を
つ
な
き
候
ハ
＼
御

城
江
参
間
敷
由
申
候
、
台
徳
院
様
被
成
御
意
候
ハ
、
舟
ニ
も
鼠
住
物
ニ

て
候
、
無
油
断
殺
不
申
候
へ
ハ
ま
た
ふ
え
候
問
、
当
座
ニ
殺
た
る
か
能
候
問
、

無
油
断
盗
人
致
し
候
ハ
ぬ
様
ニ
可
申
付
由
、
両
町
奉
行
ニ
被
仰
付
候
、
世

間
之
沙
汰
ニ
は
万
事
大
炊
頭
次
第
之
様
ニ
申
な
ら
は
し
候
へ
共
、
少
も
左
様

ニ
て
ハ
無
之
候
、
世
間
に
て
申
ふ
れ
候
は
、
上
様
は
御
ろ
く
に
候
へ
共
、
若

悪
事
ハ
七
の
字
ニ
て
御
座
侯
由
、
世
間
の
沙
汰
に
て
候
、

一
、
横
目
毎
月
晦
日
ニ
其
月
の
当
番
一
人
御
前
へ
御
召
、
世
間
の
様
子
又
年

寄
衆
之
事
共
皆
々
直
ニ
申
上
候
、
毎
月
定
横
目
其
当
番
御
召
被
成
候
、

一
、
ほ
て
い
ふ
り
、
札
に
て
被
仰
付
候
、
無
左
候
ハ
＼
奉
公
人
す
く
な
く

可
有
之
侯
問
、
札
へ
可
申
付
由
被
仰
付
候
、

一
、
総
務
骨
豆
、
樽
桶
塀
之
覆
ニ
成
程
ニ
致
し
候
蕨
縄
も
、
後
ま
て
捨
不
申
候

様
ニ
蕨
縄
ニ
致
し
、
串
柿
も
以
来
ま
て
壁
こ
ま
い
ニ
成
能
候
由
、
壁
こ
ま
い

に
松
永
致
し
候
、
信
長
と
合
戦
致
ニ
則
負
申
、
信
長
死
候
跡
迄
も
強
た
〉
り

候
由
分
別
致
し
、
焼
草
致
し
候
、
其
中
へ
は
い
り
形
見
へ
不
申
様
ニ
焼
死
申

侯
、
と
か
く
分
別
者
之
由
台
徳
院
様
常
々
御
噺
ニ
而
承
候
、

一
、
将
軍
宣
下
過
候
て
、
御
作
法
も
大
猷
院
様
江
御
譲
被
成
候
、
雅
楽
頭

ハ
将
軍
様
江
被
進
侯
、
上
野
介
ハ
身
体
つ
ふ
れ
申
侯
、
対
馬
守
致
病
死
候
、

残
市
大
炊
頭
・
主
計
頭
・
信
濃
守
右
三
人
年
寄
衆
ニ
被
仰
付
候
、

一
、
御
作
法
ハ
被
成
御
譲
候
へ
共
、
所
替
知
行
被
下
候
分
は
御
譲
不
被
成
候
、

大
猷
院
様
御
傍
ニ
て
御
奉
公
致
候
衆
ニ
被
下
度
御
知
行
之
分
ハ
、
雅
楽
頭
を

以
台
徳
院
様
江
御
披
露
被
成
候
上
ニ
て
大
猷
院
様
被
下
候
、

一
、
初
之
御
書
院
番
組
頭
永
井
右
近
大
夫
、
其
番
頭
大
久
保
四
郎
左
衛
門
、
御

書
院
番
頭
何
も
表
ニ
居
申
候
問
、
右
近
番
頭
斗
覚
申
候
、
御
書
院
番
組
頭
阿

部
備
中
守
・
御
書
院
番
組
頭
高
力
摂
津
守
・
御
書
院
番
組
頭
来
事
時

12
・

御
書
院
番
組
頭
捻
平
副
崎
市
河
守
、
五
人
ニ
而
御
座
候
、

一
、
後
之
御
書
院
番
・
御
花
畑
組
頭
共
永
井
信
濃

森
W
M
持
守
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之
間
後
ニ



御
書
院
番
・
御
花
畑
組
頭
共

御
書
院
番
・
御
花
畑
組
頭
共

御
書
院
番
・
御
花
畑
組
頭
共

御
書
院
番
・
御
花
畑
組
頭
共

御
書
院
番
・
御
花
畑
組
頭
共

永
井
信
濃
守

御
書
院
番
・
御
花
畑
組
頭
共

御
書
院
番

青
御山
花大
畑蔵
組亮
頭
共

森
川
出
羽
守

御
書
院
番
・
御
花
畑
組
頭
共

松
平
右
衛
門
大
夫

御
書
院
番
・
御
花
畑
組
頭
共

板
倉
内
膳
正

御
書
院
番
・
御
花
畑
組
頭
共

秋
元
但
馬
守

大
御
番
頭

撃
事
跡
守

悶
仲
野
持
品
助

松
野
臼
訪
登
リ

来
続
慌
偏
守

脊
日
記
亮

板
倉
内
膳
正

秋
元
但
馬
守

松
平
右
衛
門
大
夫

右
此
分
ハ
覚
申
候
、
此
外
ハ
覚
無
之
候
、

一
、
御
歩
行
頭
、
初
ハ
青
山
大
蔵
亮
、
後
ニ
御
免
被
成
、
此
跡
を
時
m
間
五
千

権
問
時
九
守
、
後
迄
両
人
、

一
、
御
鉄
畑
百
人
組
、
青
山
大
蔵
亮
後
は
大
蔵
年
寄
衆
に
被
仰
付
候
時
、
百

人
之
御
鉄
畑
氏
鱗
宮
丘
・
森
山
川
働
争
俳
丹
両
人
ニ
五
十
人
宛
御
預
ケ
、

一

、

御

持

鉄

勉

頭

蒔

ポ

鉱

係

守

一

、

御

持

弓

頭

忠

勝

霊

山

一

、

御

鑓

九

ル

保

敷

島

僻

丹

か

と

覚

申

侯

一

、

御

馬

謀

静

静

静

砕

僻

丹

長
田
町
江
御
馬
召
ニ
被
為
成
候
時
、
惣
右
衛
門
御
前
江
被
為
召
之

む
か
し
の
御
馬
共
、
又
其
時
分
上
り
候
御
馬
共
の
御
唱
、
惣
右
衛
門
御
挨
拶

に
御
前
ニ
罷
在
侯
、

一
、
古
流
御
馬
、
大
坂
御
陣
之
時
御
召
ニ
而
御
座
侯
由
承
侯
、

一
、
台
徳
院
様
寛
永
九
年
申
正
月
十
七
日
、
紅
葉
山
へ
御
気
色
悪
被
成
御
座
候

得
共
、
御
社
参
ニ
而
御
座
候
、
還
御
被
為
成
候
時
分
、
御
気
色
之
御
様
体

を
皆
々
見
申
候
市
、
感
涙
を
な
か
し
申
候
、
其
後

B
御
煩
ニ
而
御
座
候
、

一
、
御
煩
御
養
生
被
遊
御
薬
上
り
候
得
共
、
何
れ
の
医
者
衆
之
御
薬
も
廻
り
不

申
候
付
、
通
産
mw
之
御
養
生
ニ
て
此
跡
も
御
本
腹
被
遊
候
問
、
通
仙
を
呼
ニ

可
被
遣
由
大
猷
院
様
被
仰
上
侯
付
、
通
仙
罷
下
御
療
治
ニ
市
御
座
候
、

御
灸
可
然
由
通
仙
申
上
候
付
、
御
灸
被
遊
候
へ
共
、
不
被
得
御
験
気
候
、
其

内
奥
江
被
為
成
、
奥
ニ
御
寝
成
侯
時
も
御
座
候
、
又
ハ
表
へ
被
為
成
、

御
養
生
被
遊
候
時
も
御
座
候
、
夫
も
片
付
候
て
皆
々
続
申
間
敷
と
被
為
思
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頭
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頭
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御
花
畑
番
頭

鳥
田
油
田
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肱
守

初
ハ
一
諸
問
一
焔
足
掛
川
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番
頭
、
御
免
其
跡
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説
錯
A
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仰
付
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、

狭
山
弔
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山
一
険

給
君
主
衛
守

十
本
家
盤
苧

保
問
昭
島
乱
。



召
、
御
遠
慮
被
遊
ニ
て
両
方
ニ
て
御
養
生
被
遊
候
、
御
薬
も
き
〉
不
申
侯
付
、

表
ニ
て
御
養
生
被
成
候
、
御
薬
あ
か
り
不
申
候
問
、
大
猷
院
様
御
意
ニ
而

御
薬
上
り
候
様
ニ
と
大
炊
頭
申
上
候
得
共
、
上
り
申
間
敷
と
被
成
御
意
候
、

大
炊
頭
申
上
候
ハ
、
九
時
殿
煩
之
内
薬
不
参
候
由
ニ
候
、
夫
を
御
ま
ね
被
成

か
と
申
上
候
、
殊
外
御
機
嫌
に
合
不
申
、
大
炊
頭
無
文
ニ
て
小
松
殿
子
細
を

不
存
候
、
小
松
殿
ま
ね
を
何
し
に
御
ま
ね
可
被
成
候
、
小
松
殿
子
細
を
永
喜

ニ
尋
可
申
之
由
大
炊
頭
へ
被
成
御
意
候
、
只
今
迄
色
々
御
養
生
被
遊
御
薬
も

上
り
侯
へ
共
、
御
薬
開
不
申
、
時
則
究
申
候
と
被
思
召
、
御
薬
上
り
不
申

由
被
成
御
意
候
、
御
他
界
ま
て
御
薬
上
り
不
申
候
、
御
気
色
次
第
ニ
悪
敷
被

為
成
、
三
日
前
ニ
諸
大
名
へ
御
逢
被
成
、
御
煩
之
内
節
々
出
仕
侯
由
、
御

意
被
遊
候
、

一
、
御
煩
詰
り
、
其
日
之
七
半
時
分
御
気
色
悪
由
ニ
市
大
猷
院
様
西
之
丸
江

被
為
成
、
暮
六
ツ
過
ニ
名
物
之
御
道
具
共
御
前
へ
御
な
ら
へ
、
大
猷

院
様
を
御
召
、
此
道
具
共
名
物
ニ
而
梅
製
閣
僚
御
他
界
之
其
日
被
成
御
拝

領
候
、
其
吉
例
を
以
今
日
は
御
気
色
も
悪
候
之
問
、
被
成
御
譲
候
、
唯
今
迄

御
お
し
ミ
候
て
不
被
遣
事
て
ハ
無
之
由
御
意
被
成
候
、

一
、
尾
張
・
紀
伊
・
持
組
問
を
召
、
将
軍
若
侯
問
、
悪
事
候
ハ
＼
三
人
致
相

談
可
申
由
、
御
提
に
て
候
、
権
現
様
被
為
御
骨
折
天
下
御
治
被
成

候
、
余
方
へ
渡
候
天
下
ニ
て
ハ
無
之
候
、
三
人
衆
能
々
可
有
心
得
由
返
々
御

意
被
成
候
、

一
、
臨
曜
欝
・
一
同
縦
型
御
召
、
御
遺
言
候
、

一
、
雅
楽
頭
・
龍
脱
却
V

・
大
炊
頭
被
為
召
、
何
も
中
を
能
御
奉
公
可
致
之
由

被
仰
置
候
、
大
炊
頭
ハ
御
他
界
前
日
将
軍
様
へ
御
附
被
成
候
、

一
、
其
後
少
之
間
御
ま
と
ろ
ミ
被
成
候
と
見
へ
申
候
、
御
目
覚
御
か
ゆ
を
上
り

可
申
由
御
意
被
成
候
付
、
我
等
罷
出
御
か
ゆ
を
出
羽
守
へ
渡
し
上
申
候
、

御
粥
被
召
上
御
力
付
候
由
御
意
被
成
候
、
其
晩
ハ
大
雨
ニ
て
御
座
候
、

大
成
雨
之
由
、
出
羽
守
・
大
蔵
・
信
濃
へ
御
意
被
成
候
、
出
羽
守
申
候
ハ
、

又
も
御
か
ゆ
被
召
上
候
事
可
有
之
候
問
、
能
致
置
候
へ
と
申
付
、
我
等
其
通

御
台
所
衆
へ
申
候
内
、
四
ツ
ニ
御
他
界
之
由
ニ
御
座
侯
、

一
、
御
他
界
之
以
後
、
御
小
姓
衆
皆
て
ん
で
に
形
を
替
申
候
、
大
炊
頭
・
大
蔵

亮
・
信
濃
守
三
人
之
衆
其
を
留
に
小
姓
衆
所
へ
参
候
へ
と
も
、
は
や
形
を
か

へ
申
候
、
其
節
大
炊
頭
申
侯
ハ
、
駿
河
へ
御
隠
居
の
由
ニ
て
屋
敷
割
迄
被
成

侯
へ
共
、
御
病
者
ニ
被
為
成
候
問
、
駿
河
へ
御
越
ニ
て
も
駿
河
に
有
付
間
も

な
く
候
ハ
＼
皆
々
流
浪
致
し
、
其
上
被
召
仕
候
者
共
大
猷
院
様
能
々
御

存
知
有
間
敷
候
問
、
御
隠
居
不
被
成
候
由
被
成
御
意
候
、
駿
河
江
之
御
隠

居
止
申
候
、
誰
か
申
共
利
ニ
叶
候
ニ
被
成
御
付
候
、

一
、
台
徳
院
様
太
政
大
臣
ニ
而
、
御
神
ニ
て
御
座
候
得
共
、
御
神
ニ
被
為
成
候

へ
ハ
、
権
現
様
御
威
光
薄
ク
な
り
候
問
、
仏
ニ
御
遺
言
の
よ
し
大
炊
頭

申
候
、
禁
中
広
台
徳
院
様
太
政
大
臣
相
国
に
宣
下
御
座
侯
へ
ハ
、

台
徳
院
様
御
辞
退
ニ
て
御
座
侯
、
む
か
し
よ
り
申
伝
へ
候
、
太
政
大
臣
相
国

に
被
為
成
候
得
は
、
御
命
詰
候
由
申
伝
候
、
そ
れ
を
御
考
被
成
、
5
、
台
徳
院

様
御
繁
昌
之
内
、
太
政
大
臣
相
国
ニ
不
被
為
成
候
、
権
現
様
御
他
界
の
御

遺
言
ニ
、
相
国
太
政
大
臣
ニ
被
為
成
候
は
、
御
子
孫
を
御
守
可
被
成
由
ニ
て

被
為
成
候
、
其
御
装
束
を
御
召
、
弓
矢
傍
に
御
置
、
台
徳
院
様
の
様
成
御
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子
を
御
持
、
跡
に
被
思
召
置
之
儀
ハ
無
御
座
候
由
、
被
成
御
意
之
由
及
承

候
、
台
徳
院
様
御
他
界
之
時
分
は
太
政
大
臣
相
国
ハ
神
ニ
候
へ
共
、
神
に

御
い
は
ら
れ
候
へ
ハ
権
現
様
御
威
光
薄
候
問
、
仏
に
被
仰
置
候
、
御
生

か
い
の
内
太
政
大
臣
を
御
辞
退
候
ハ
、
御
命
も
詰
り
候
と
む
か
し
よ
り
申
伝

候
問
、
太
政
大
臣
相
国
不
被
為
成
候
、
御
他
界
の
時
分
ハ
右
の
太
政
大
臣
御

捨
被
成
、
御
仏
に
被
為
成
侯
、
駿
河
様
の
御
事
御
他
界
迄
御
一
言
も
不
被
仰

候
由
、
大
炊
頭
申
候
、
定
市
余
人
へ
も
被
成
御
意
間
敷
と
申
候
、
信
濃
・

大
蔵
は
せ
め
て
形
も
替
申
候
、
大
炊
頭
は
形
さ
へ
替
不
申
候
由
申
候
、
台

徳
院
様
御
他
界
の
前
日
、
大
炊
頭
将
軍
様
江
御
附
被
成
候
、
夫
ゆ
へ
形

替
不
申
候
、

御
他
界
之
節
、
出
羽
守
退
出
申
候
刻
申
侯
ハ
、
御
気
色
兼
市
L
’
n
御
本
騰
有
間

敷
と
存
候
へ
共
、
只
今
御
他
界
ニ
て
候
、
皆
々
む
た
骨
被
折
侯
由
出
羽
守
申
、

宿
へ
行
水
ニ
罷
帰
候
、
皆
々
さ
ら
は
と
暇
乞
申
候
、
其
後
御
供
ニ
て
候
、
年

寄
衆
何
も
と
め
に
加
々
持
澄
府
を
遺
候
、
其
迄
ハ
未
御
法
不
致
候
へ
共
、
御
供

致
候
由
加
々
爪
ニ
申
候
へ
由
ニ
て
、
致
御
供
候
、

h

凶
川
貞
久
｝

一
、
御
煩
之
内
御
伽
に
山
川
可
被
遣
由
従
大
猷
院
様
御
意
被
成
付
而
、

山
川
罷
出
御
附
申
上
候
、
其
外
之
衆
も
菓
子
・
蜜
柑
・
餅
な
と
能
給
候
者
御

前
へ
出
た
へ
候
様
ニ
と
信
濃
守
・
大
蔵
亮
申
候
付
、
左
候
ハ
＼
出
給
候
へ
由

御
意
被
成
候
、
酒
井
下
総
守
蜜
柑
四
五
十
給
申
候
、
御
前
ニ
て
侯
故
ケ
詰
り

た
へ
兼
候
ニ
付
、
御
し
か
り
被
成
候
、
福
阿
弥
も
其
通
候
、
余
之
衆
ハ
四
五

人
も
よ
く
給
候
、
其
も
出
羽
守
脇
よ
り
少
宛
取
申
そ
の
跡
を
給
申
候
、
そ
れ

か
少
も
御
慰
ニ
成
候
事
ニ
て
ハ
無
之
候
、
其
通
の
御
志
は
、
太
田
備
中
守
・

ん
が
域
九
時
・
我
等
斗
可
存
候
、
三
人
の
年
寄
衆
何
事
を
被
致
候
哉
、
少
も

御
気
ニ
ハ
入
間
敷
と
申
候
、
其
通
の
御
機
嫌
に
入
不
申
体
ニ
御
座
候
、
山
川

杯
も
大
猷
院
様
被
遣
候
へ
と
も
、
少
も
御
意
ニ
入
侯
体
ニ
て
ハ
無
御
座

候
、
皆
々
大
猷
院
様
御
差
図
之
様
ニ
相
見
へ
申
候
、

一
、
御
気
色
之
御
慰
に
早
隊
畢
被
為
成
御
覧
候
様
ニ
と
信
濃
守
・
大
蔵
亮
・
出

羽
守
申
上
侯
処
、
信
玄
の
事
ハ
真
田
隠
岐
守
・
梶
伝
右
衛
門
・
横
田
勘
右
衛

門
毎
晩
出
は
な
し
候
処
ニ
、
三
人
之
者
共
何
を
聞
甲
陽
軍
御
覧
候
様
ニ
申
上

候
、
三
人
之
衆
申
侯
ハ
甲
陽
軍
ニ
ハ
軍
法
御
座
候
由
申
上
候
、
信
玄
小
身
ニ

候
へ
と
も
法
度
を
能
聞
申
候
、
軍
法
の
作
法
ハ
七
番
ニ
有
之
候
、
三
人
之
者

は
無
文
ニ
て
候
、
永
喜
ニ
晩
杯
七
書
を
持
出
皆
々
諦
き
か
せ
可
申
由
被
成

御
意
候
、
其
晩
永
喜
七
書
を
持
出
候
、
七
書
之
内
ニ
て
ハ
何
を
読
可
申
由
申

上
候
、
そ
も
ん
を
よ
ミ
可
申
由
御
意
被
成
、
三
人
の
者
共
無
文
ニ
候
問
、

能
々
致
合
点
候
様
ニ
講
釈
致
し
聞
せ
可
申
由
御
意
被
成
候
、

一
、
体
岡
崎
界
、
滝
川
寿
時
宮
崎
府
七
店
い
可
申
由
御
聞
被
成
、
切
腹
被
仰
付

候
、
其
時
分
我
等
も
覚
申
候
、
江
戸
中
榊
崎
事
に
て
候
へ
と
も
さ
わ
き
申
侯
、

二
日
号
寵
五
除
身
体
相
果
候
て
城
請
取
、
本
多
上
野
介
・
永
井
右
近
大
夫
城

受
取
ニ
被
仰
付
候
、
福
嶋
迄
参
侯
処
横
目
に
最
上
へ
被
遣
候
花
房
弥
左
衛

門
・
岡
田
次
左
衛
門
方
広
域
相
違
な
く
相
渡
し
可
申
候
由
、
福
嶋
迄
申
越
候
、

則
其
時
江
戸
ま
て
注
進
申
候
、
夫
ニ
よ
り
無
相
違
最
上
之
城
両
人
請
取
申
候
、

一
、
其
後
最
上
・
山
労
ハ
長
屋
盛
氏
一
一
被
下
候
、
新
庄
ハ
再
ノ
ポ
盈
氏
一
一
被
下
侯
、

上
の
山
ハ
主
崎
山
耕
一
一
被
下
候
、
由
利
の
近
所
三
万
石
ム
ぺ
脇
町
議
唐
一
一
被
下
候

由
ニ
て
、
右
之
衆
最
上
・
山
方
へ
何
も
着
之
刻
上
使
、
伊
丹
喜
之
助
・
高
木
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九
兵
衛
上
使
ニ
て
上
野
介
御
科
之
由
、
両
人
申
渡
候
、

一
、
其
御
科
ハ
完
酔
犀
城
か
な
め
の
所
ニ
候
問
、
城
普
請
仕
度
由
申
上
候
、
左

候
ハ
、
城
普
請
致
候
へ
と
御
意
被
成
侯
、
又
其
後
先
城
普
請
ハ
止
可
申
候
由

申
上
候
、
夫
も
心
次
第
の
よ
し
被
成
御
意
候
へ
ハ
、
日
光
江
御
成
之
時

分
御
留
り
被
成
、
城
御
覧
被
成
候
へ
ハ
、
す
き
と
城
普
請
致
候
、
何
も
か
も

偽
言
申
候
よ
し
、

一
、
福
島
ら
衛
庁
胡
人
士
人
謀
反
致
、
其
外
西
の
国
の
者
共
皆
々
一
様
ニ
罷
成
謀
反

致
候
由
、
御
上
洛
被
成
可
然
由
、
上
野
介
申
上
候
、
権
現
様
よ
り
被
召
遣
、

其
上
母
様
子
ニ
候
問
、
偽
ハ
有
之
間
敷
と
思
召
御
上
洛
被
成
候
へ
ハ
、
何

之
様
子
も
無
御
座
候
、
皆
偽
言
斗
上
野
介
申
上
候
、

一
、
権
現
様
江
被
召
遣
、
其
上
佐
渡
奉
公
致
候
問
、
強
も
御
た
〉
り
可
被
成
候

得
共
、
由
利
へ
参
候
へ
由
、
伊
丹
喜
之
助
・
高
木
九
兵
衛
両
人
上
野
介
ニ
申

間
せ
、
身
体
相
果
申
候
、

一
、
最
上
へ
右
近
上
使
ニ
参
候
時
、
右
近
指
候
団
の
指
物
我
等
に
く
れ
申
候
、

一
、
台
徳
院
様
御
他
界
四
五
年
前
廉
覚
申
候
、
井
同
ム
時
雨
明
守
・
水
野
監
物
・
永

井
右
近
大
夫
奥
御
小
姓
衆
居
申
候
処
ニ
て
御
目
見
致
候
様
ニ
被
仰
付
候
、

在
高
・
需
諜
時
計
の
聞
に
詰
申
候
、
両
大
納
言
様
、
其
外
大
名

衆
へ
も
壱
人
成
共
下
屋
敷
被
下
候
事
無
御
座
候
、
大
猷
院
様
御
代
ニ
何

も
下
屋
敷
被
下
候
、
む
か
し
ハ
伯
岩
田
原
・
権
田
原
、
右
近
下
屋
敷
其
外
む
か

し
よ
り
の
下
屋
敷
ハ
か
り
ニ
て
、
大
名
衆
も
何
も
へ
下
屋
敷
不
被
下
候
、

一
、
夜
店
抑
制
T
J
扮
大
坂
へ
緑
辺
を
組
候
由
ニ
市
、
大
坂
方
ニ
可
成
体
を
御
存
知
有
、

大
形
生
て
居
候
ハ
＼
身
体
つ
ふ
れ
可
申
由
、
信
濃
守
何
方
に
哉
覧
物
語
候

様
ニ
其
時
承
候
、

た
た
従
楳
協
守
大
坂
前
ニ
御
改
易
に
候
、
其
時
分
あ
れ
へ
見
廻
申
候
分
皆
々

御
改
易
之
由
承
候
、

一
、
た
庶
民
ず
長
田
地
守
ハ
猶
以
大
坂
方
ニ
て
謀
反
工
候
由
ニ
て
、
切
腹
か
御
成
敗

在
之
候
様
ニ
覚
申
候
、
是
ハ
我
等
駿
河
ニ
幼
少
に
て
居
申
、
大
坂
前
の
事
に

て
し
か
と
不
存
侯
、
併
石
見
召
仕
候
頭
立
候
者
年
寄
衆
皆
々
御
預
ケ
候
、
右

近
大
夫
所
へ
ハ
勘
十
郎
と
申
者
参
候
、
夫
は
覚
申
候
、

一
、
台
徳
院
様
御
代
之
内
、
役
御
免
被
成
候
事
無
御
座
候
、
然
共
炉
開
免
ん
E
御

『
ョ
コ
削
多
昌
吉
）

膳
番
致
候
、
親
源
七
禁
中
へ
御
附
被
成
候
、
源
七
遠
に
居
申
候
へ
共
、
隼

人
正
無
心
元
可
存
候
問
、
御
膳
番
御
免
、
表
へ
御
出
し
被
成
候
、
其
後

陥
誠
一
端
）
匙
帯
御
傍
に
て
被
召
遣
候
を
備
噛
帯
無
心
元
可
存
侯
問
、
中
の
間
へ

出
候
へ
由
被
成
御
意
、
番
頭
御
免
被
成
、
其
跡
訴
前
鍔
E
M
E
一
一
被
仰
付

候
、
松
野
儒
起
用
守
久
々
相
煩
申
御
訴
訟
申
候
付
、
其
跡
我
等
ニ
被
仰
付
候
、

其
外
に
ハ
被
仰
付
候
役
人
壱
人
も
御
免
被
成
候
事
無
御
座
候
、

台
徳
院
様
御
代
に
知
行
取
御
蔵
米
ニ
市
被
下
候
事
終
ニ
覚
不
申
候
、
御
知
行

御
加
増
に
て
御
座
候
、

一
、
仮
諸
大
夫
申
事
無
御
座
候
、

一
、
台
徳
院
様
折
々
御
意
被
成
候
ハ
、
人
ハ
死
候
跡
に
て
な
ら
て
ハ
善
悪
ハ

知
さ
る
由
御
意
被
成
候
、
生
か
い
の
内
ハ
何
そ
く
る
し
ミ
有
之
候
問
、

色
々
の
事
を
申
も
の
ニ
て
候
、
死
候
跡
な
ら
て
ハ
人
は
善
悪
知
不
申
由
御
意

被
成
候
、

一
、
国
の
さ
ハ
か
し
き
事
を
御
嫌
被
成
、
御
仕
置
被
仰
付
候
、
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一
、
必
脈
融
震
情
切
々
物
語
ニ
而
承
侯
、
御
十
三
の
時
よ
り
御
学
文
被
成
、
御

ゑ
ん
側
に
戸
は
め
沢
山
に
積
か
け
置
申
候
所
ニ
屋
斗
上
り
候
故
其
戸
は
め
事

之
外
く
つ
れ
、
皆
々
御
次
の
衆
仰
天
い
た
し
さ
わ
き
申
候
、
台
徳
院
様
ハ

大
学
を
御
聞
、
御
足
拍
子
を
御
ふ
ミ
被
成
御
聞
被
成
候
、
其
御
足
拍
子
少
も

不
違
大
学
御
聞
納
被
成
、
次
ニ
御
出
被
成
、
皆
々
殊
外
御
白
眼
被
成
、
御
夜

詰
過
候
由
、
勘
兵
衛
物
語
ニ
て
候
、
御
幼
時
よ
り
勘
兵
衛
致
御
奉
公
、
御
士
山

を
存
之
由
常
々
物
語
に
て
候
、
定
而
勘
兵
衛
も
何
そ
に
ハ
此
通
可
申
置
と
存

候
、
御
若
き
時
よ
り
儒
学
を
被
成
侯
由
、
勘
兵
衛
申
候
、
世
間
に
て
ハ
終
儒

学
御
雑
談
無
御
座
故
、
夫
を
ハ
不
存
、
儒
学
も
不
被
成
候
様
ニ
皆
々
存
候
、

一
、
歌
学
も
永
喜
と
の
御
は
な
し
に
て
御
座
侯
、
む
か
し
よ
り
名
の
あ
る
筆
と

も
永
喜
に
御
談
合
被
成
、
御
手
鑑
に
皆
御
押
被
成
候
、
太
閤
ハ
手
ハ
あ
し
く

候
へ
と
も
名
の
有
人
ニ
て
候
問
、
此
手
を
も
御
手
鑑
の
内
へ
御
押
被
成
候
、

其
状
太
閤
自
筆
ニ
は
権
現
様
へ
被
遣
侯
状
ニ
て
、
其
文
ハ
其
許
ニ
て
ハ
鷹

は
や
り
侯
由
承
候
、
愛
許
ニ
て
ハ
茶
の
湯
は
や
り
候
、
此
文
体
を
御
手
鑑
に

御
押
被
成
侯
、
台
徳
院
様
歌
学
杯
被
遊
候
と
ハ
不
存
候
、
御
若
き
節
太
閤

の
時
分
、
岡
田
太
郎
右
衛
門
発
句
、

上
髪
を
ち
ん
ち
ろ
り
ん
と
ひ
ね
り
あ
け

は
な
の
下
に
て
松
虫
そ
な
く
御
句

や
せ
馬
に
曽
我
兄
弟
か
乗
つ
れ
て
太
郎
右
衛
門
句

峠

の

犬

の

ほ

ゆ

る

大

磯

御

句

右
是
ハ
践
活
時
書
御
幼
少
の
時
分
、
5
御
奉
公
い
た
し
候
御
傍
ニ
て
承
侯
由
物

語
承
候
由
、
物
語
承
侯

一
、
御
兵
法
、
協
出
伊
震
－

h
島
丸
区
島
貯
に
御
習
被
成
候
、
両
人
な
か
ら

上
手
ニ
て
候
、
柳
生
ニ
御
習
被
成
侯
太
刀
に
て
次
郎
右
衛
門
を
御
打
被
成
侯

へ
と
も
、
終
ニ
次
郎
右
衛
門
に
当
不
申
候
、
是
ニ
て
留
り
侯
由
次
郎
右
衛
門

申
上
候
、
又
次
郎
右
衛
門
御
習
被
成
候
太
万
ニ
て
柳
生
を
御
打
被
成
候
へ
と

も
、
柳
生
へ
終
に
あ
た
り
不
申
、
是
に
て
留
り
候
由
柳
生
申
上
候
、
両
人
共

ニ
上
手
の
よ
し
御
意
被
成
侯
を
恒
に
我
等
承
候
、

一
、
終
に
物
御
書
被
遊
候
事
覚
不
申
、
余
の
御
小
姓
衆
も
其
通
に
て
可
有
之
候
、

高
力
摂
津
守
所
ニ
て
、
台
徳
院
様
色
紙
の
御
手
跡
初
市
拝
申
侯
、
何
も
不
存

侯
へ
と
も
見
事
之
由
、
御
右
筆
衆
韓
関
対
伊
一
一
申
候
、
半
兵
衛
申
ハ
、
世
間
の

申
広
ハ
見
事
な
る
御
手
ニ
て
、
尊
円
の
手
よ
り
ハ
見
事
の
由
申
候
、

御
馬
よ
く
御
召
被
成
候
由
、
恥
円
山
勘
離
陸
切
々
申
候
、
上
様
の
御
事
ニ
候
問
、

乗
よ
き
は
や
き
御
馬
ハ
よ
く
御
召
候
様
に
可
存
候
、
掠
む
つ
か
し
き
馬
、
く

せ
馬
な
と
尤
は
や
き
馬
な
と
御
召
被
成
候
事
、
中
／
’
＼
我
等
も
及
事
ニ
て
ハ

無
御
座
候
由
、
常
々
勘
解
由
物
語
に
て
承
候
、

一
、
御
鼓
御
若
き
時
に
又
次
郎
に
御
習
被
成
候
、
又
次
郎
ハ
不
及
申
新
九
郎
杯

も
無
及
も
御
上
手
之
由
、
図
書
物
語
ニ
て
侯
、
天
下
を
御
取
被
成
候
て
後
、

客
来
と
い
ふ
名
物
の
御
鼓
御
床
ニ
被
為
置
、
新
九
郎
罷
下
侯
時
分
、
新
九
郎

ニ
御
預
被
成
候
、
新
九
郎
其
鼓
に
て
斗
御
前
ニ
て
打
申
候
、
御
床
ニ
候
へ
共

終
に
御
鼓
御
な
ら
し
被
成
候
事
も
覚
不
申
候
、
何
も
前
方
の
御
小
姓
衆
も
其

通
申
、
奥
b
御
出
被
成
侯
刻
、
御
廊
下
ニ
て
か
す
か
に
聞
へ
申
処
ニ
て
御
手

鼓
を
被
遊
候
、
我
等
斗
ニ
て
ハ
無
御
座
候
、
何
も
前
方
の
御
小
姓
衆
申
侯
ハ
、

只
今
の
鼓
打
共
の
打
候
手
鼓
と
は
各
別
違
申
候
由
、
何
も
申
候
、
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御
機
嫌
能
時
分
御
哨
に
、
続
記
恥
額
一
一
臭
覚
句
を
縛
説
所
へ
点
被
遣
候
、

遠
山
の
松
の
下
な
る
か
き
わ
ら
ひ

さ
き
へ
は
へ
あ
と
へ
も
と
る
な
さ
ね
か
つ
ら

此
二
句
点
を
取
に
越
候
、
紹
巴
出
来
た
る
点
の
か
け
や
う
致
候
由
、
被
成

意
候
、

遠
山
の
松
の
下
成
か
き
わ
ら
ひ
、
御
眼
力
寄
特
存
候
、
さ
き
へ
は
へ
あ
と
へ

も
と
る
な
さ
ね
か
つ
ら
、
紹
巴
点
の
か
け
様
さ
ね
か
つ
ら
の
御
せ
っ
か
ん
不

入
御
事
候
は
、
い
と
し
き
か
た
へ
御
は
ハ
せ
可
被
成
候
と
点
か
け
申
候
、

一
、
指
住
期
間
昨
大
鼓
自
ま
ん
ニ
て
、
方
々
振
舞
ニ
参
先
ニ
市
大
鼓
打
候
、
近
藤

石
見
別
而
兵
部
目
を
掛
ら
れ
申
問
、
兵
部
ニ
異
見
申
、
皆
々
鼓
を
ほ
め
申
候

を
誠
に
被
思
召
間
敷
候
、
権
現
様
先
年
被
仰
付
、
其
上
御
人
体
も
能

御
座
候
、
大
鼓
被
遊
候
へ
ハ
、
そ
れ
も
何
も
す
た
り
侯
様
ニ
存
候
問
、
御
心

得
被
成
可
然
由
石
見
申
候
、
夫
L
b
後
ハ
兵
部
大
鼓
止
申
候
、

一
、
台
徳
院
様
常
々
御
機
嫌
能
時
御
物
語
被
成
候
、
無
器
用
成
芸
を
致
候
へ
は
、

う
つ
け
ニ
見
へ
候
由
御
意
被
成
候
、

一
、
物
毎
御
見
物
被
成
候
事
、
及
も
な
き
事
ニ
候
、
御
能
も
噺
も
無
類
御
存
知

ニ
候
、
役
者
共
台
徳
院
様
善
悪
之
儀
を
承
度
と
申
候
、

一
、
小
八
郎
ま
ひ
を
舞
候
付
、
扇
子
拍
子
を
御
聞
知
り
廿
年
以
前
此
扇
子
ニ
て

舞
を
御
覚
被
成
候
、
其
後
ケ
様
之
扇
子
出
来
候
哉
と
被
成
御
尋
侯
、
小
八
郎

申
上
候
ハ
御
意
如
被
成
候
、
廿
年
以
前
御
前
ニ
て
此
扇
子
ニ
て
舞
申
候
、

最
早
年
よ
り
申
候
間
此
扇
子
ニ
て
御
前
ニ
て
舞
可
申
と
宿
ニ
て
何
も
へ
申
、

廿
年
以
前
の
扇
子
を
持
、
今
日
御
前
へ
罷
出
舞
甲
候
、
此
通
偽
ニ
候
哉
皆
々 御

宿
に
居
申
候
者
と
も
ニ
御
尋
可
有
由
、
申
上
候
、

一
、
御
目
利
、
（
マ
ガ
時
コ
材
々
名
物
御
道
具
掛
侯
節
、
御
目
利
を
御
習
被
成
候
、

大
蔵
亮
御
目
利
の
刻
、
中
古
物
よ
り
上
之
道
具
共
掛
御
目
候
様
ニ
と
被
仰

付
候
、
銘
尽
之
内
方
々
を
大
蔵
亮
尋
掛
御
自
候
、
夫
も
態
と
ハ
不
懸
御
自

候
、
御
隙
之
時
何
そ
の
次
市
に
被
掛
御
目
候
、
国
ハ
不
及
申
古
作
迄
御
外
之

事
終
覚
不
申
候
、
尤
上
作
ハ
御
前
ニ
不
残
御
座
候
問
、
中
古
物
よ
り
上
を
斗

御
覧
被
成
候
、

一
、
大
炊
頭
・
信
濃
守
・
大
蔵
亮
・
出
羽
守
四
人
致
相
談
、
頃
日
ハ
御
病
者
ニ

も
被
為
成
候
問
、
何
そ
御
遊
山
被
成
可
然
由
談
合
申
侯
、
大
炊
頭
申
ハ
我
等

も
差
添
可
申
上
候
得
共
、
御
機
嫌
に
不
乗
候
ハ
＼
何
も
し
か
ら
れ
可
申
候
、

左
候
ハ
＼
被
召
遣
候
者
ニ
御
事
御
欠
可
被
成
候
問
、
先
三
人
之
衆
罷
出
可
申

上
由
を
大
炊
頭
申
付
、
三
人
罷
出
申
上
候
由
承
候
、
御
機
嫌
に
の
り
不
申
、

其
侭
御
座
敷
御
立
奥
江
被
為
入
、
信
濃
守
・
大
蔵
亮
・
出
羽
守
三
人
に
壱
月

余
も
御
言
葉
御
掛
不
被
成
候
、
大
炊
頭
斗
何
か
の
御
用
被
仰
付
候
、
一
月

余
過
大
炊
頭
被
為
召
、
三
人
之
者
共
何
た
る
推
参
成
事
を
申
上
侯
、
唯
今
迄

身
を
も
御
行
被
成
候
、
何
と
て
取
乱
し
可
被
成
由
被
成
御
意
候
、
推
参
成

事
を
申
上
候
由
ニ
て
殊
外
御
し
か
り
被
成
候
由
承
候
、
右
四
人
之
衆
中
の
左

様
成
事
可
申
上
体
の
様
子
ニ
て
無
御
座
候
、
皆
大
猷
院
様
御
内
証
に
て
可
有

御
座
と
存
侯
、

安
藤
対
馬
守
・
水
野
監
物
相
果
候
刻
、
御
座
之
間
ニ
て
御
膳
本
盛
斗
上
り
奥

江
被
為
成
、
表
へ
御
出
不
被
成
御
愁
歎
ニ
て
御
座
侯
、
井
上
主
計
頭
・

主
臨
雅
献
と
喧
嘩
之
時
分
、
主
計
頭
仕
合
ニ
付
御
愁
嘆
も
可
有
御
座
と
皆
々

(39) 
92 



存
侯
処
ニ
、
少
も
御
愁
嘆
無
御
座
候
、
如
例
表
へ
被
為
成
、
少
も
御
愁
嘆
無

御
座
侯
、

一
、
樗
麗
ハ
手
柄
の
人
に
て
、
足
一
本
よ
り
天
下
治
被
申
、
自
分
の
手
柄
点

の
打
手
も
無
之
候
、
拐
又
不
作
法
成
人
に
て
侯
、
余
の
天
下
取
其
ま
ね
を
致

し
候
ハ
＼
一
の
悪
人
ニ
て
可
有
よ
し
、
御
他
界
の
刻
済
々
御
意
被
成
候
、

一
、
越
前
御
横
目
に
季
一
志
律
被
遣
侯
、
珍
敷
飛
入
越
前
椿
初
に
出
来
申
、

御
花
す
き
ニ
御
座
候
問
、
御
秘
蔵
被
成
、
切
々
御
庭
へ
被
為
成
御
覧
被
成
候
、

我
等
花
す
き
を
御
存
知
被
成
、
脇
ニ
も
有
之
候
か
と
御
尋
被
成
候
、
（
哩
に

ハ
無
御
座
侯
由
申
上
候
、
接
か
へ
一
本
石
子
三
右
衛
門
所
御
座
候
へ
共
、
赤

枝
ニ
て
飛
入
ハ
無
御
座
侯
由
申
上
候
、
余
の
者
ハ
大
事
ニ
て
も
残
候
、
是
ハ

名
物
ニ
て
候
問
、
一
口
接
山
里
に
植
候
へ
由
信
濃
守
ニ
被
仰
付
候
、
初
て

飛
入
椿
越
前
広
上
り
申
候
、
編
時
謁
相
果
候
付
て
御
横
目
被
遺
候
、
白
玉
八

重
す
な
ハ
ち
徳
長
椿
と
申
九
本
御
座
候
由
ニ
て
、
一
本
上
ケ
八
本
ハ
御
意

次
第
二
あ
け
可
申
由
横
目
方
、
5
申
上
候
、
珍
敷
椿
を
九
本
迄
接
置
、
一
本
も

上
不
申
ち
く
し
ゃ
う
の
や
つ
の
よ
し
被
成
御
意
候
、

一
、
台
徳
院
様
御
代
、
大
形
毎
日
諸
大
名
へ
年
寄
衆
饗
応
ニ
て
御
座
候
、
其
御

法
度
二
の
膳
、
菜
五
ツ
、
酒
三
返
、
初
は
お
り
へ
盃
後
ニ
上
戸
衆
に
盃
替
り

申
候
、
其
御
法
度
破
り
候
事
ハ
成
不
申
候
、
茶
之
場
振
舞
の
様
子
ハ
御
数
寄

屋
に
て
信
濃
守
ニ
被
成
御
尋
候
、
大
形
度
々
年
寄
衆
振
舞
ニ
参
侯
事
御
存
知

ニ
候
、

一
、
元
和
四
年
午
の
年
か
と
覚
申
候
、
或
時
御
能
の
刻
大
地
震
ゆ
り
申
、
大
形

大
猷
院
様
御
迎
ニ
は
脊
げ
儲
長
田
守
・

不
残
皆
々
白
洲
へ
出
申
候
、

出
汁
一
震
域
紛
倣
守
御
傍
へ
参
候
、
駿
河
様
御
迎
ニ
ハ
島
崎
一
北
村
層
帯
・
耕
一
官
話
係
守
、

四
人
御
傍
へ
参
候
、
台
徳
院
様
御
覧
被
成
、
四
人
な
か
ら
殊
外
御
い
か
り
御

白
眼
被
成
候
、
四
人
な
か
ら
其
所
ニ
罷
在
候
、
台
徳
院
様
御
傍
御
腰
物

番
ハ
松
平
伊
賀
守
番
に
て
御
腰
物
の
御
傍
へ
参
候
へ
と
も
、
殊
外
御
白
眼
被

成
候
由
承
候
、
御
能
之
時
藤
空
時
鳥J

守
・
錆
姥
時
御
挨
拶
ニ
御
傍
ニ
居
申

候
、
両
人
ニ
被
成
御
意
候
ハ
、
大
成
地
震
の
よ
し
御
意
ニ
侯
、
其
時
御
能
ニ

弥
右
衛
門
狂
言
之
内
ニ
て
候
由
承
候
、
弥
右
衛
門
少
も
仰
天
不
致
、
狂
言
仕

納
申
候
由
承
候
、

一
、
小
畑
勘
兵
衛
宿
ニ
て
申
候
、
愛
許
さ
へ
大
成
地
震
ニ
て
候
、
御
城
ハ
猶

以
大
に
可
有
候
、
大
形
さ
わ
き
皆
々
白
洲
へ
出
可
申
と
存
侯
、
何
も
出
候
と

も
台
徳
院
様
ハ
御
幼
時
よ
り
御
奉
公
致
し
御
志
ハ
存
候
、
何
も
不
残
出

候
と
も
、
台
徳
院
様
ニ
か
き
り
御
出
被
成
間
敷
と
申
候
、
此
通
を
申
違
間

敷
由
、
宿
ニ
て
伴
共
に
申
候
、
権
現
様
ニ
御
一
心
の
分
ハ
御
増
被
成
候
共

不
劣
と
常
々
申
候
、

一
、
験
棟
へ
被
為
成
候
刻
、
は
や
く
還
御
ニ
て
唐
根
御
殿
廻
り
へ
被
為
成

候
、
其
時
存
町
礎
烏
衛
弓
細
に
中
り
候
由
信
濃
守
申
上
候
へ
ハ
、
射
さ
せ
候

得
由
被
成
御
意
候
、
堀
に
真
鴨
番
居
申
侯
を
信
濃
守
射
申
候
へ
由
孫
兵
衛

ニ
申
候
、
其
鴨
射
申
侯
得
は
下
へ
あ
た
り
、
矢
を
せ
を
ひ
お
か
へ
参
侯
を
小

十
人
組
・
御
歩
行
衆
追
掛
候
得
共
、
下
へ
あ
た
り
候
故
、
皆
追
は
く
れ
御

前
へ
参
候
を
、
我
等
出
向
侯
ハ
＼
と
ら
へ
可
申
と
存
、
我
一
人
追
か
け
候
得

は
、
鴨
わ
れ
ら
参
侯
を
見
て
本
の
池
へ
志
参
、
そ
こ
に
て
鴨
我
等
参
向
ひ
侯

付
、
池
へ
志
候
付
少
た
る
ミ
申
候
、
其
時
精
を
出
し
追
申
侯
問
、
鴨
よ
わ
り
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ひ
き

f
k罷
成
候
、
池
の
は
た
四
五
間
程
に
な
り
我
等
と
ら
へ
御
目
ニ
か

け
候
、
矢
所
を
能
／
1
1

御
前
ニ
て
被
成
御
覧
候
、
其
後
鳥
持
へ
烏
相
渡
し

申
候
、
還
御
被
成
、
御
駕
寵
よ
り
御
お
り
、
御
ゑ
ん
は
な
に
被
成
御
座
、
信

濃
守
を
召
孫
兵
衛
を
被
為
召
、
御
召
被
成
候
御
羽
織
御
ぬ
き
、
直
ニ
孫
兵

衛
ニ
被
下
候
、
其
侭
御
は
い
り
被
成
、
毎
年
御
用
さ
へ
無
御
座
候
へ
ハ
、
唐

根
・
衿
レ
へ
御
鷹
野
ニ
被
為
成
候
、
其
刻
大
炊
頭
・
右
近
へ
御
暇
被
下
、

知
行
へ
参
候
、

一
、
毎
鼎
筋
へ
御
鷹
野
ニ
被
為
成
御
覧
被
成
候
へ
ハ
、
を
き
な
ハ
も
き
わ
た

畑
に
還
り
、
取
飼
候
毛
羽
も
其
所
ニ
有
之
候
を
被
成
御
覧
、
脇
鷹
盗
も
間
見

申
候
へ
由
、
小
栗
長
右
衛
門
・
戸
田
久
助
ニ
御
見
せ
、
還
御
被
成
侯
刻
、
主

計
頭
・
信
濃
守
を
召
、
鷹
場
不
作
法
ニ
候
間
可
致
穿
撃
由
被
仰
付
候
、
両

人
申
上
候
ハ
、
御
鷹
場
盗
申
候
、
紛
も
無
御
座
候
、
人
を
忍
付
置
候
ハ
＼

又
盗
に
可
参
候
問
、
捕
可
申
由
両
人
申
上
候
、
尤
に
く
き
者
ニ
候
間
と
ら
へ

度
候
へ
共
、
法
度
を
た
し
ぬ
き
候
様
ニ
候
問
、
先
普
く
ふ
れ
、
其
後
番
所
を

た
て
鷹
を
お
く
り
つ
か
は
せ
申
間
敷
候
由
被
成
御
意
候
、
っ
か
い
鷹
に
で

も
無
之
ハ
、
気
遣
可
致
候
問
、
只
お
く
り
可
申
遣
申
候
と
見
申
鷹
を
は
無
油

断
急
度
捕
へ
可
申
由
被
仰
付
候
、
其
時
分
よ
り
崎
届
酔
亘
心
付
、
辻
番
初

申
候
、

一
、
枠
組
惜
筋
へ
御
鷹
野
ニ
被
為
成
候
時
、
上
野
を
被
成
御
覧
、
上
野
の
下
に
町

屋
有
之
候
ニ
付
而
、
上
野
へ
火
の
用
心
悪
候
問
、
早
々
退
候
へ
由
、
御
鷹
野

よ
り
還
御
被
成
刻
、
主
計
頭
・
信
濃
守
へ
被
仰
付
、
還
御
被
遊
候
、

一
、
台
徳
院
様
八
ッ
打
御
膳
上
り
候
以
後
か
朝
御
膳
後
か
御
鉄
畑
被
遊
侯
、
大

形
ほ
し
へ
斗
あ
た
り
申
候
、
角
の
は
つ
れ
た
る
事
ハ
終
に
無
御
座
候
、
権
現

様
御
前
ニ
て
、
白
鳥
を
す
麗
も
二
放
迄
は
つ
し
申
候
由
承
候
、
鳥
を
被
遊

侯
得
は
、
猶
以
は
つ
れ
候
事
無
之
候
、

一
、
毎
年
小
身
成
衆
又
ハ
同
心
借
シ
屋
敷
な
と
致
候
事
御
法
度
ニ
て
、
横
目
衆

御
廻
り
借
屋
敷
或
ハ
借
申
屋
鋪
な
と
致
候
者
候
得
ハ
、
皆
屋
敷
御
取
上
被
成

候、
一
、
福
嶋
大
夫
、
御
上
洛
之
節
身
体
果
申
候
刻
、
江
戸
ニ
被
為
指
置
身
体
果
候
、

御
科
ハ
謀
反
の
由
、
上
野
介
申
上
候
付
市
身
体
果
候
、
京
都
店
虞
嶋
の
城
請

取
ニ
安
藤
対
馬
守
・
永
井
右
近
大
夫
上
使
ニ
被
仰
付
、
虞
嶋
の
城
請
取

ニ
参
候
、
国
の
留
守
居
方
へ
大
夫
無
相
違
城
相
渡
候
様
ニ
と
状
指
越
申
候
、

其
状
京
都
迄
参
候
得
共
、
京
都
に
て
御
祐
筆
衆
取
落
し
跡
よ
り
参
候
留
守
居

の
者
方
へ
城
相
渡
し
候
様
ニ
申
遣
候
処
、
留
守
居
の
者
申
候
ハ
、
大
夫
状
不

参
侯
ハ
＼
城
相
渡
申
間
敷
と
申
候
付
、
対
馬
守
・
右
近
大
夫
致
談
合
、
城
打

破
可
申
体
を
見
申
、
加
藤
左
馬
は
や
大
手
へ
人
数
を
寄
申
候
所
へ
被
落
候
状

参
候
、
則
留
守
居
方
へ
其
状
為
持
、
両
人
者
遣
し
侯
得
は
、
城
無
相
違
相
渡

し
可
申
由
ニ
て
城
請
取
申
候
、
福
嶋
江
戸
に
て
身
体
果
申
刻
、
松
平
下
野
を

被
仰
付
、
御
留
守
ニ
被
指
置
候
、
其
時
福
嶋
唯
今
格
帯
様
眺
守
屋
敷
ニ
て

御
座
候
、

被
仰
渡
候
時
、
殊
外
江
戸
さ
わ
き
申
、
就
夫
大
猷
院
様
御
用
心
被
遊
、

御
傍
衆
・
御
小
姓
衆
も
皆
具
足
を
御
城
へ
持
、
御
城
に
詰
申
侯
、
山
川

と
御
城
ニ
詰
候
、
其
時
分
我
等
ハ
笠
間
ニ
罷
在
候
、
後
に
承
候
、
右
如
申

其
御
心
得
故
ケ
、
国
大
名
・
諸
大
名
へ
下
屋
敷
と
云
事
不
被
下
候
、
人
少
ニ
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候
事
肝
要
に
被

思
召
候
か
と
存
候
、

（
廟
歪
雷
）

右ム

K
F柑
匙
守
家
蔵
之
書
也
、
享
保
元
年
丙
申
之
秋
、
備

ι舟
茸
秘
家
、
不
知
其
実
否
、

目
黒

台
覧
、
聞
出
自
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